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平成19年12月17日（月曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成19年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○議案第４号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第８号 工事請負契約の締結について

○議案第10号 土木事業執行に伴う市町村負担

金徴収について

○議案第11号 県道の路線認定について

○議案第16号 平成19年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○請願第２号 トンネルじん肺根絶の抜本的な

対策を求める意見書の提出につ

いての請願

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・今後の地域雇用対策について

・ 道路の中期計画」について「

・ 1.5車線的道路整備について

・ 油津港港湾計画の改訂について

・ 東九州自動車道｢高鍋～西都間｣における行政

代執行について

出席委員（９人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 坂 元 裕 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 水 間 篤 典

委 員 濵 砂 守

委 員 萩 原 耕 三

委 員 外 山 良 治

委 員 武 井 俊 輔

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 高 山 幹 男

商工観光労働部次長
河 野 富二喜

（ 商 工 担 当 ）

商工観光労働部次長
後 藤 厚 一

（観光・労働担当）

部参事兼商工政策課長 内枦保 博 秋

新産業支援課長 矢 野 好 孝

企業立地対策監 森 幸 男

地域産業振興課長 工 藤 良 長

経 営 金 融 課 長 古 賀 孝 士

観光・リゾート課長 橋 口 貴 至

労 働 政 策 課 長 西 盾 夫

地域雇用対策監 金 丸 裕 一

工業技術センター所長 河 野 雄 三

食品開発センター所長 青 山 好 文

県立産業技術専門校長 坂 口 正 紀

県土整備部

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

県土整備部次長
濵 砂 公 一

（ 総 括 ）

県土整備部次長
山 田 康 夫

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
江 川 雅 俊

(都市計画･建築担当)
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高速道対策局長 岡 田 義 美

管 理 課 長 持 原 道 雄

用 地 対 策 課 長 小 野 健 一

部参事兼技術検査課長 児 玉 幸 二

道 路 建 設 課 長 荒 川 孝 成

道 路 保 全 課 長 東 康 雄

河 川 課 長 児 玉 宏 紀

ダ ム 対 策 監 小 城 文 男

砂 防 課 長 桑 畑 則 幸

港 湾 課 長 竹 内 広 介

空 港 ・ ポ ー ト
立 脇 政 利

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 河 野 大 樹

公園下水道課長 冨 髙 康 夫

建 築 住 宅 課 長 藤 原 憲 一

営 繕 課 長 藤 山 登

施設保全対策監 新 川 正 文

高速道対策局次長 渡 邊 純 教

事務局職員出席者

総務課主任主事 児 玉 直 樹

議事課主任主事 古 谷 信 人

ただいまから商工建設常任委員○横田委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

おりでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○横田委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

商工観光労働部の皆さん方には大変御苦労さ

までございます。

前回の委員会で、蓬原委員より御要望のあり

ました「市町村への権限移譲事務」に関する資

料が、今回の常任委員会資料と一緒に配付して

ありますので、御確認をいただきたいと思いま

す。

それでは、本委員会に付託されました議案、

報告事項等の説明を求めます。なお、委員の質

疑は、執行部の説明がすべて終了した後にお願

いいたします。

商工観光労働部でご○高山商工観光労働部長

ざいます。

それでは、御説明をさせていただきます。

お手元にお配りしております商工建設常任委

員会資料の表紙の目次をごらんいただきたいと

思います。本日は 「平成19年11月定例県議会提、

出議案」及び「商工観光労働部をめぐる最近の

動き」といたしまして、今後の地域雇用対策に

ついて、御説明をいたします。

初めに、私のほうから、提出議案について御

説明をいたします。

冊子の「平成19年11月定例県議会提出議案」

の13ページをお開きいただきたいと思います。

議案第４号「宮崎県における事務処理の特例に

」 。関する条例の一部を改正する条例 であります

この条例は、知事の権限に属する事務の一部を

市町村が処理することに関しまして、必要な事

項を定めたものでございます。このうち、商工

観光労働部関係がございますので、これにつき

ましては、先ほどの委員会資料のほうで御説明

をさせていただきたいと存じます。

先ほどの常任委員会資料に戻っていただきま

して、１ページをお開きいただきたいと存じま
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す。まず、改正理由でありますけれども、１に

ございますように、その３行目の中ほどでござ

いますが、住民の利便性の向上や事務処理の効

率化等の観点から、取り扱いを希望する市町村

に権限を移譲するため、関係規定の追加を行う

ものでございます。

次に、２の権限を移譲する事務の概要であり

ますけれども、表にありますように、新産業支

援課に関係する工場立地法など４つの法令に基

づく合計46の事務について、宮崎市や日南市に

移譲することといたしております。

また、３にありますように、施行期日につき

ましては、平成20年４月１日から施行するとい

うふうに予定しております。

私のほうからは以上でございますが、市町村

へ権限を移譲する事務の概要及び報告事項につ

きましては、それぞれ担当課長が御説明いたし

ますので、よろしくお願いを申し上げます。以

上でございます。

新産業支援課でございま○森企業立地対策監

す。

議案第４号について御説明いたします。

資料の１ページをお開きいただきたいと思い

ます。２の表の新産業支援課の欄をごらんいた

だきたいと思います。権限を移譲する事務の概

要でございます。今回の条例改正により権限を

移譲する事務は、工場立地法に基づくものでご

ざいます。工場立地法では、敷地の面積が9,000

平米以上、または建築面積が3,000平米以上の工

場を設置する場合につきましては、届け出をす

るということになっておりますが、これの受理

等10の事務が県の権限として規定をされており

ます。今回の条例改正では、取り扱い希望のご

ざいました宮崎市に対し、これらの事務処理に

関する権限を移譲するものでございます。以上

でございます。

地域産業振興課でご○工藤地域産業振興課長

ざいます。

議案第４号について御説明いたします。

同じく、資料の１ページの２の権限を移譲す

る事務の概要の地域産業振興課の欄をごらんく

ださい。今回の条例改正により権限を移譲する

事務は、採石法と砂利採取法に基づく採取計画

の認可等に関するものであります。これらの法

律は、岩石採取計画及び砂利採取計画の認可等

に関しまして、規制を行うことにより、採取を

伴う災害を防止し、採取事業の健全な発展を図

ることを目的としております。移譲となる事務

は、岩山から岩石を採取するわけですが、そう

いう採取業、または畑や田んぼなどから砂利を

採取する砂利採取業の登録を受けた事業者が採

取を行う際に、災害防止のための計画などを審

、 、査し認可する事務等でありまして 採石法が15

砂利採取法が14の事務で、合計29の事務でござ

います。今回の条例改正は、取り扱いの希望が

ありました宮崎市に対し移譲するものでありま

す。

説明は以上であります。

観光・リゾート課○橋口観光・リゾート課長

でございます。

資料の１ページをごらんいただきたいと思い

ます。今回の条例改正の内容でありますが、２

の事務の概要の一番下の欄にありますとおり、

国際観光ホテル整備法で定めております国際観

光登録ホテル等への立入検査、指導監督等に関

する事務など７つの項目につきまして、宮崎市

及び日南市へ移譲するものでございます。

観光・リゾート課は以上でございます。

、 、○金丸地域雇用対策監 それでは 続きまして

報告事項「今後の地域雇用対策」について御説
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明いたします。

。 、 、資料の５ページをお開きください まず １

基本的な考え方でありますが、県全体として厳

しい雇用情勢が続いている中で、県北や県南地

。 、域はさらに厳しい状況にございます このため

６ページの下のほうに、参考として地域雇用開

発促進法の見直しについてを載せておりますけ

れども、本年６月の法律改正によりまして、改

正後のところですが、雇用情勢が特に悪い地域

を雇用開発促進地域、雇用創造に向けた意欲が

高い地域を自発雇用創造地域として位置づけ、

支援が重点化されることとなりました。このた

め、まず、県北地域においてこの事業を活用し

た先行的な取り組みを進め、その成果や課題を

踏まえてほかの地域への展開を図りたいと考え

ております。

左側に戻っていただきまして、次に、２、地

域ごとの対策についてであります。まず （１）、

県北地域につきましては、10月の常任委員会で

御説明いたしましたように、アの「宮崎県県北

」 。 、地域雇用開発計画 を策定いたしました また

イでありますけれども、11月９日に、県や宮崎

労働局等の関係機関で構成する「県北地域雇用

対策連絡会議」を設置し、雇用対策の連絡調整

や、新たな雇用創出に向けた施策の検討を行っ

ているところであります。また、この連絡会議

に作業部会を設置いたしまして、先ほど説明い

たしました６ページ、参考の右下、一番下のと

ころに括弧で「新パッケージ事業 、この事業の」

早期採択に向けた取り組みを進めているところ

であります。なお、米印に記しておりますよう

に、西臼杵地域におきましては、９月に 「着地、

型旅行関連ビジネスの創出による雇用創出」を

テーマに事業採択を受け、既に事業が開始され

ております。

次に （２）県南地域につきましては、来年４、

月の同意を目指して、地域雇用開発計画の策定

に取り組んでいるところでありますが、年明け

には地域雇用対策連絡会議を設置し、県北地域

と同様の取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

また、６ページ（３）の西都・児湯地域につ

きましても、県南地域と同様の取り組みを進め

ているところでございます。

次に （４）県西地域についてでありますけれ、

ども、この地域は、宮崎に次いで有効求人倍率

が高く 雇用開発促進地域の採択要件のボーダー、

ライン上にありますので、12月の有効求人倍率

が公表されます１月末に最終的な判断を行い、

要件に該当することとなりましたら、他の地域

と同様に計画の策定を進め、早期の同意を目指

したいというふうに考えております。

最後に （５）宮崎地域につきましては、県内、

で最も有効求人倍率が高く、法の要件に該当い

たしませんので、今後の雇用情勢の動きを見な

がら、対応してまいりたいというふうに考えて

おります。

今後とも、宮崎労働局や地元市町村等と十分

な連携を図りながら、地域の特性を生かした雇

用対策の強化に努めてまいりたいと考えており

ますので、御理解と御協力を賜りますようお願

いをいたします。

私からの説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○横田委員長

た。まず、議案についての質疑をお受けいたし

ます。質疑のある方はどうぞ。

それでは、その他報告事項についても一緒に

お受けいたします。

事務の権限移譲、砂利採取につい○蓬原委員

て、直接このことじゃないんですが、教えてく
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ださい。都城・北諸地域、盆地ですが、恐らく

は昔は川が蛇行していたのが今は１つの川に

なっていますので、かなり広範囲に、ちょっと

掘ると砂利地帯になっていまして、畑ごと買っ

、て表層をどかして砂利をとっているというのが

今は公共事業が減りましたから大分全体量は

減ったかなと思いますけど、１反歩70万とか、

そういう数字も聞いたりしております。また跡

を埋め戻したりしているわけですが、都城の場

合は地下水の保全ということが大きな課題に

なっていまして、最近、枯渇しているとか、汚

染されたとかという話もあるんですが、この許

、 、可は 今回は宮崎市への権限移譲ですけれども

都北地区については、その許可の権限移譲はど

、 、うなっているのかということと ついでながら

その他もいいということですので、ずっと掘っ

ていって、また土を埋め戻すとどこを掘ったか

わからんようになりますね。そのあたりの事後

の管理というのは、もし都城なら都城でしょう

が、どういうふうに把握しておられるか教えて

ください。

まず、権限移譲の件○工藤地域産業振興課長

なんですが、今回は、宮崎市だけが希望したと

いうことで、都城を含めたその他のところには

来年、また希望をとりますので、そのときにど

うなのか、都城市の事務処理の関係もあります

から、来年、希望がもしあれば移譲ということ

になります。

それから、田畑で砂利をとった後の処理の関

係なんですが、これは、認可をする場合に、と

るときだけその田んぼとか畑を借りて、埋め戻

してまた地主さんに返すというようなこともあ

りますので、また周りの迷惑にならないように

とか、そういうふうな認可の条件を付しまして

やっております。

それと、埋め戻して、例えば地権○蓬原委員

者がかわっていったとか、時代がかわった場合

に、掘ったところと掘っていないところがある

わけですよね。その何か図面上の、ここは一回

手をつけているよとか、そういうのはどこかで

一括管理というか、過去の経歴がわかるように

してあるのかということと、都城・北諸は１市

１町なんですが、例えば、都城は権限移譲を受

けたとした場合、三股はまた別な行政体ですか

ら、そのときは一緒にいかないと、同じ都北の

中でも、権限の許可をとるのに県と都城とか、

あるいは三股だけ受けて都城は県がやるとか、

そういうことになってくるわけですね。ちょっ

と確認です。

まず、１点目の跡地○工藤地域産業振興課長

の把握なんですが、埋め戻した後につきまして

は、農地の一時転用という形でやっていますの

、 、 、 、で 私らのほうは全然 跡地は どこが掘って

どこが掘っていないとかいうのは把握しており

ませんが、農地法の関係でわかるのではないか

と思います。私らのほうではそれは把握してお

りません。

それから、２点目は、そのとおりで、都城市

が希望しなくても、もし三股町が希望すれば、

三股町のほうに権限移譲しまして、都城市が希

望しなければそのまま県の事務ということにな

ります。

そして、地元でよく懸念されると○蓬原委員

いうのは、許可が出ます、表層を取ります、砂

利をとります、後、埋めてしまえは何もわから

ないという世界ですが、例えば廃棄物の関係だ

とか、過去には何かそういう悪質な例もあった

ようです。そのあたりの廃棄物法との関係等々

の管理というか、監視というか、そのあたりは

砂利採取法による許可権限者である県がちゃん
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と今のところはやっておられるということです

か。

廃棄物を埋め戻しに○工藤地域産業振興課長

、使うというのは法律上禁止されておりますので

それはそちらのほうの担当といいますか、保健

所でしたか、私らのほうでは廃棄物処理の関係

はやっておりませんが、ただ、立入調査はやっ

ておりますので、その辺で規制はできているの

ではないかと考えております。

わかりました。○蓬原委員

ほか、ございませんか。○横田委員長

事務費、これはどうなるんで○外山良治委員

すか。

これは、宮崎市のほ○工藤地域産業振興課長

うに交付金という形で返されるわけですけど、

年度当初に渡すのではなくて、実績に応じた実

績払いというような形になっております。

もうちょっと詳しく説明して○外山良治委員

もらえんですか。

標準単価というのが○工藤地域産業振興課長

決まっておりまして、例えば、岩石採取計画の

軽微な変更に係る届け出の受理というのは3,000

円とか、認可採取計画の変更命令といったら４

万5,000円とか、そういうふうに細かな事務が分

かれておりまして、それに応じて標準単価が決

まっております。

交付税ということになるんで○外山良治委員

すか。

宮崎市への交付金と○工藤地域産業振興課長

いう形で処理されております。

今まで、例えば事務移譲がな○外山良治委員

い場合には、県が事務処理していたわけですよ

ね。そうすると、事務移譲をされた場合には、

例えばおたくの課で今までどのぐらいの事務移

譲が動いて、その結果、交付金、いろんな形が

あると思うんですが、例えば、宮崎市に移譲さ

れた事務の中で、担当課の中でどのくらいお金

は動いているんですか。

私の課のほうで、宮○工藤地域産業振興課長

崎市が最初だから、まだ実績はございません。

私が言っているのは、宮崎市○外山良治委員

、 、だけではなくて おたくの課で事務移譲に伴う

例えば、交付金等の移動というものはどのくら

いあったんですかということを伺っています。

それは採石法ではな○工藤地域産業振興課長

くてほかの……。

権限の移譲につきまし○内枦保商工政策課長

ては、商工観光労働部でいいますと、ことしの

、４月からその事務移譲が発生をしておりまして

交付金については来年度から発生をすることに

なると思います。今回、議案に上げていますの

は、来年の４月１日に移譲する分でございます

けれども、それ以前には、ことしの４月１日か

らしか移譲をしておりませんので、実績として

は来年度から出てくると思いますけれども、計

算の仕方といたしましては、必要な人件費だと

か、旅費だとか、需用費だとか、そういうもの

を計算して１件当たりの単価というのを出しま

して、それに処理件数を、翌年度、市町村から

報告をいただいて、それを受けて、これは行政

経営課というところがやっておりますので、そ

れを一括支払うということで、県の財源の中か

ら交付金について払うということでありますけ

ど、金額はまだ実績として出ていないところで

ございます。

簡単に言うと、例えば宮崎県○外山良治委員

の中で宮崎市が事務移譲として宮崎市に動いた

場合、今までの実績からしてどの程度お金が動

くであろうという予測はできるんじゃないです

か。今までの実績を踏まえた上でということを
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言っているわけです。

現在、宮崎市で採石○工藤地域産業振興課長

をやっているところが２カ所 砂利の採取をやっ、

ているところが10カ所ございます。これでいき

ますと、採石のほうは認可期間が長いので、来

年度発生するかどうかわかりません。砂利のほ

うは大体１年で田んぼの砂利はとり尽くしてし

まいますので、ことしと同じぐらい、10カ所出

てきたとしたら 標準単価でいいますと 大ざっ、 、

ぱに言って、変更ですと3,000円ぐらいなもので

約３万円ぐらいかなと。

よくわかりました。というの○外山良治委員

は、事務移譲、事務移譲ということを盛んに最

近言われてくると。県の行政事務というのがど

んどん少なくなっていく。市町村というのは、

交付税のカットや何やかやで、本来、身近な問

、題では身近な行政でということを言っているが

権限が移譲されたということは、お金が動くこ

、とが前提でないと市町村は受け入れませんから

じゃ、どのくらいの職員、お金、そういうのが

動くんだろうということを精査せんと、幾ら声

をかけても、なかなか成り立っていかないとい

うことになりますよね。ですから、県庁の職員

が、例えば採石なら採石、いろんなことで県庁

がこのことに関して何名いて、どういったお金

が動くかということを説明してもらわんと、市

町村は大変ですよ また受けませんよ そういっ。 。

たことを聞いているわけです。

宮崎市に移譲をする○工藤地域産業振興課長

に際しましては、市役所の担当課といろいろ協

議をいたしまして、向こうのほうが受けますと

いうことだったので、移譲することにしたとい

うことであります。

ほか、ございませんか。○横田委員長

、○萩原委員 これは僕のど素人の考え方だけど

採石法とか砂利採取法とかいうのは、商工観光

労働部が事務的なものを所管するのか、本来な

らば県土整備部ではないわけですか。その辺を

ちょっと。

私らがやっています○工藤地域産業振興課長

のは、大体、陸上、要するに、砂利は一番多い

のは河川なんですけど、河川とか海岸は河川法

とかほかの法律がかぶっておりますので、それ

は県土整備部のほうでやっております。私らの

課は、川とか海岸以外のものについて所管して

いるということでございます。

もう一つ、法律の所管が資源エネルギー庁と

経産省でございまして、そちらのほうの縦割り

、の関係でうちのほうがやっているということで

県によりましては県土整備部のほうでやってい

る県もございます。そういう話も私らのほうで

はしております。

観光・リゾート課、宮崎市、○外山良治委員

日南市、事務数が７と書いてありますが、この

事務数とは何ですか。

ここに７と書いて○橋口観光・リゾート課長

ありますけれども、委員会資料の４ページ上の

ほうが改正のほうですけれども、18の13とござ

いますが、次の事務ということで、６つの項に

分かれております。この６つの項といいますの

は、要するに、第２項が、ホテルや旅館に対し

て登録基準に適合するよう施設改善等の指示を

、 、 、行うとか通知を行うとか それから 第３項は

利便性の確保がなされていないようなホテル・

旅館に対して、管理方法の改善、その他の改正

のために必要な措置を講ずる指示をする等の６

つの項目でございまして、この６つの項目なん

ですけれども、行政経営課のほうでカウントす

るときに、この６つの項目プラス、括弧書きで

準用する場合を含むということで 基本的に 12、 、
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条、13条等はここはホテルの関係規定なんです

けど、それを括弧書きの中で18条第２項という

ことで書いておりますが、これは旅館の関係規

定でございまして、この準用する場合を一括し

て１つの事務というふうに考えて、７つの項目

。ということで整理しているところでございます

そういった意味でございます。

これを例えば宮崎市に事務移○外山良治委員

譲される場合に、先ほど申し上げたように、職

員は１人ぐらい要るんですか。

職員の有無といい○橋口観光・リゾート課長

ますか、１人要るかどうかなんですけれども、

１つの登録ホテル等を営む者からの報告を受け

たり、あるいは立入検査をするという事務で見

た場合に、１件について４時間とか、処理時間

はその程度だろうというふうなことで見込んで

おりまして、それに旅費とか需用費、役務費、

そういったものを勘案して、この事務の移譲に

関しての１件当たりの交付金額というのは、１

万3,300円というふうなことで算定しているとこ

ろでございます。

ことしに入ってある自治体の○外山良治委員

職員が４名自殺をしている。どんどん職員がし

んどくなって、今までほとんど年間に１人ぐら

いしかみずから命を絶つ人間はいなかったんで

すけど、ことしになって急増している。余りに

も仕事がきつくなったんじゃないのかなと、現

状を見ておってこういうふうに感じます。１万

円幾らとか、２万円幾らとか、3,000円とかいう

話を聞きましたが、職員にとっては非常に大変

な事務がどんどんそこに加わって、それに見合

う職員というのはふえないと。ですから、そう

いうふうに命を絶つ人間が急増しているんじゃ

ないのかなということで、関係市町村に事務移

譲をされるときには、十分こういった点につい

ても配慮しながら、指導してもらわんと困るが

なということで質問をしました。以上です。

ほか、ございませんか。○横田委員長

、○水間委員 ５ページの地域の雇用対策ですが

今、説明をいただいた中で、県北地域はごらん

のように、既に計画が策定をされて動き出した

ところですね。県南と西都・児湯が来年の４月

の同意を目指すということでした。県西地区が

都城・小林の職安の管内ということで、１月末

の有効求人倍率とかもろもろのことを判断しな

がら要件に該当するかということでしたが、こ

の１月末の判断というのは、例年、その時期で

やられるんですか。

雇用開発促進地域に指○金丸地域雇用対策監

定する場合に、例えば、全国の有効求人倍率の

３分の２以下であることとか、いろいろな条件

がついておりまして、基本的には、ハローワー

ク単位でやることが原則なんですが 例えば 20、 、

年４月１日に同意を求める場合に、その基準と

なるのがことしの１月から12月までの有効求人

倍率です。12月の有効求人倍率は１月末に公表

されますので、それを計算しないと上回るのか

どうかがわからない状況なものですから、１月

末に判断をするという説明をしたということで

ございます。

有効求人倍率は国は非常にいいで○水間委員

すわね。１を超えるような状況。こちらは0.6

か0.4か、そういう状況の中で、これの３分の２

以下であれば該当する、３分の２以上であれば

該当しないとか、端的に言うとそういうことな

んですか。

例えば、小林市で言い○金丸地域雇用対策監

ますと 一般有効求人倍率というのが一つのデー、

タとしてあるんですが、全国の３分の２が0.67

でございます。小林市の場合は0.70で、超えて
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おりまして、これは10月までのデータなんです

が、これに11月、12月を足したときに、例え

ば0.67以下になるのかならないのか、同じよう

に、都城もデータで超えている部分があります

ので、全国の３分の２とか、求職者の割合がど

うだとかいうのがちょうどボーダーラインにあ

る部分があるものですから、数字を見ないと今

の時点では判断ができないということでござい

ます。

今、地域雇用対策、雇用に関する○水間委員

情勢というのはいいということは言えないわけ

で、そこらあたりからすると今、全県下に、職

安を対象にしながら、構成には労働局もありま

すし、市町村、商工団体を含めた中で、地域雇

、用をどうにかせにゃいかんという流れですから

いち早く、職安を通じながら地域雇用対策を立

てるということは非常にいいことですから、今

おっしゃる0.67、0.70、ここらあたりになるか

もしれませんが、なるだけ採択できるような方

向で、そしてそれを県下網羅できるようにひと

つお願いをしたい。

それと、構成メンバーの中でどこに主眼を置

いてこれを設置されるのか。どこがいいんです

かね。例えて言えば、地元市町村の中では商工

団体、商工会議所なのか、そこあたりはどうな

んでしょうか。

お答えいたします。例○金丸地域雇用対策監

、 、えば 県北地域雇用対策連絡会議で言いますと

県と労働局、商工労政事務所、それから地元市

町村の代表で、県北の場合は延岡市と日向・入

。郷を代表して日向市に入ってもらっております

それから、経済団体につきましては、延岡、日

、向の両会議所と商工会を代表して門川町商工会

ここに入郷地区を指導する広域支援センターが

ありますので、そういう方々で今、協議を始め

たところでございます。以上です。

それと、地域雇用創造推進事業、○水間委員

新パッケージ事業ですが、端的に言うと、西臼

杵では着地型旅行関連ビジネスの創出、いわゆ

る滞在型で来て、あるいは民宿の流れであった

り、そういうものだろうと思うんですが、ほか

にはどういうものがあるのか、おわかりであれ

ば御説明いただけませんか。

新パッケージ事業とい○金丸地域雇用対策監

、 、 、いますのは これは 市町村がやる気があれば

特に有効求人倍率が３分の２以下じゃないとい

けないとかいう条件はありません。ただ、全国

で、19年度の場合ですと、予算箇所づけで35カ

所ということになっておりますので、現状を見

ると求人倍率の低いところ、提案の中身がいい

ところが採択されているという状況にございま

す。西臼杵の場合は、大きな柱として、雇用拡

大、人材育成、就職促進という３つのメニュー

があるんですが、その中で人材育成に力を入れ

ておりまして、飲食産業、加工産業の人材育成

でありますとか あるいは旅行関連事業をサポー、

トする人材育成、あるいはマイスター、それか

ら建設業の受け皿として畜産のほうへの人材育

成、そういったものをメニューにして、全体的

に西臼杵地域での新たな雇用創出と労働移動を

図ろうというようなことになっておりまして、

雇用開発促進地域には指定されなかったとして

も、例えば小林市が地元の商工会議所とかとこ

ういうことをやりたいというふうにして提案し

、 、 、てくれば それはこの事業に乗っかって ただ

先ほど言いましたように、中身と雇用情勢、両

方で全国との競争で判断されますので そういっ、

たところを市町村と十分協議をしていきたいな

というふうに思っております。以上です。

知事のマニフェストの１万人雇○水間委員



- 10 -

用、100社の企業誘致とここら辺の１万人雇用と

は何か連動させるところがあるんでしょうか。

１万人雇用対策との関○金丸地域雇用対策監

係ですが、１万人雇用対策は、企業誘致と、そ

れから１次から３次まで全体的な産業振興に

よって、トータルで１万人雇用を達成しましょ

うということでございまして、企業誘致だけで

やるということではございません。これは部全

体としても取り組んでいるところでございます

けれども、私の担当のところでいけば、企業誘

致でありますとか地場産業振興とか、そういっ

、 、たことの施策割りといいますか それに加えて

地域で見ていくと。それぞれ地域ごとに特性が

ありますので、そういったことによって雇用の

全体的な底上げを図っていきたいというふうに

考えておるところでございます。以上です。

ちょっと教えてください。来年４○坂元委員

月の同意を目指すのは、だれが同意して、同意

内容はどういうふうな内容になるということに

なるんですか。

資料の５ページの２の○金丸地域雇用対策監

（１）県北地域のところをごらんいただきたい

んですが、計画の中身としては、①から④に掲

げておりますようなことを中身とするというこ

とで、②の具体的な施策がこれから南那珂２市

２町と話をしていくことになりますけれども、

こういう計画をつくった上で、宮崎労働局を経

由して、厚生労働大臣の同意を受ける、そうす

、ると事業主に対して３つ奨励金があるんですが

。そういう措置が受けられるようになりますよと

計画をつくることによって、法による支援が受

けられるようになるということでございます。

ということは、例えば地元の経済○坂元委員

団体とか事業者が、何人か雇ってそういう補助

を受けようかなということを名乗り出るのが４

月までに終わるということですか。

４月１日に同意を受け○金丸地域雇用対策監

たら ４月１日から３年間 そういう方がいらっ、 、

。しゃったら受けられるということでございます

今、坂元委員から言われたのは、それとあわせ

て県北地域と同じように、新パッケージ事業と

いう、南那珂の市町村が中心になっていただい

ていろいろ出していただけると、それにまたつ

け加えることができるんじゃないかなというふ

うに考えております。

製材所なんかでは外国人労働者を○坂元委員

相当雇っているんですね。漁業もそうだけれど

も、その分が相当食われている面があるんです

よ。アパレル業界もそうです。ですから、そう

いう人たちがいっぱい日南あたりの会社にいる

んですが、それでなかなか日本人の就職口がな

いということでありますから、その点はちょっ

と重要かなと。

ほか、ございませんか。○横田委員長

30各市町村、商工観光関係、県と○萩原委員

同じような情報は厚労省から行くわけですか。

それとも県から30市町村に、こういうことがあ

りましたよ、こういう事業が出ますよというの

は県から言うわけですか。

これはうちの事業だけ○金丸地域雇用対策監

ではないんですけれども、ことしの場合は、７

月に市町村商工観光労働担当課長会議というの

を開催いたしまして、その中で国の事業、県の

事業を説明したところであります。ですから、

、団体から直接行っている分もありますけれども

私どもとしては、市町村に対してこういう事業

があるということの紹介をしたということでご

ざいます。

ほか、ございませんか。○横田委員長

それでは、議案とその他報告事項以外のその
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他で何かございませんか。

イラストのことを少しだけ確認さ○武井委員

せてください。本会議でしゃべりましたから、

１～２点確認だけしたいんですが、知事が私が

本会議で質問をしましたときに、今年度中は管

理等は無理だという話をされていたんですが、

ということは、逆に言えば来年早々にはある程

度の方向性を知事も出されると思うんですが、

これは、あくまでも知事ないしは知事の周りの

法的な方々がされているということで、県は全

くその話とかには入っていないというか、関知

していないということですか。

要するに肖像権に基○工藤地域産業振興課長

づくものなので、知事のほうが複数の専門家の

人の意見を聞いていろいろ検討されているよう

なんですけど、ただ、裁判の事例がないという

ことで、専門家の人によっていろいろと意見が

違います。そういうことで結論がなかなか出な

いということなんですけれども、イラストに関

しては、私らのほうも意見は述べさせていただ

いております。

わかりました。知事が木曜日です○武井委員

か、ブログに書かれていまして、私のことも少

、 。し書いていただいていたんですが 指導すると

つまり、業者に対して、これは県公認ではない

でしたかね、何か県が承認したものではありま

せんということを記載してくれとお願いをする

というようなこともおっしゃっていまして、答

弁の中でも ブログというのは一つの自分にとっ、

てはオフィシャルな発信手段だということも言

われていましたから、一個人の日記以上の意味

を持っているものだと思うんですが、これにつ

いて指示を受けたとかいうことが何かありまし

たか。

まだ指示はいただい○工藤地域産業振興課長

ておりませんが、こちらのほうから意見は述べ

させていただきました。私どもは地場の中小企

業の皆さんの商品を振興している部署でありま

して、そこの企業が発展していただければいい

なということで支援しているんですけど、私ら

の立場から言えば、シールが張ってあろうとな

かろうと、地場の商品等に県が推奨していない

という表示を求めることは、さまざまな問題が

あると考えております。まず１つは、私らにそ

ういう権限がないということが一番なんですけ

ど、そのほかにも、シールが張ってあるやつが

地域おこしの商品とかＪＡの商品、それから地

頭鶏の炭火焼きの商品、焼酎、いろんなところ

でイラストが使われております。そういうとこ

ろに県が推奨していないというような表示をし

ますと、消費者の方に混乱を起こすんじゃない

かということで、この件に関しては、慎重に考

えてくださいということなんですけれども、知

、 、事へのお願いは みずからの肖像権に基づいて

個人の立場からされたということで私らは考え

ております。

くどくなるといけませんから、こ○武井委員

れで最後にしますが、ただ、県のホームページ

に、これは「県が推奨しているわけではなく」

と、注意喚起を県が出していますね。今のお話

、と非常に矛盾するように感じるんですけれども

つまり、県は推奨していないわけですね。推奨

していないにもかかわらず、推奨していると誤

認させる現状があるわけですが、その現状を是

正しなくてもいいということであれば、逆に言

、 、えば ホームページで一方では啓発をしながら

それに対して何ら対策をとらないということに

なると思うんですけど、どうでしょうか。

、○工藤地域産業振興課長 シールが張ってある

張ってないにかかわらず、その商品に対する安
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全・安心は非常に重要なことなんで、その講習

会を２回ほどやっております。それから、県の

広報にも、安全・安心をお願いしますよという

ことを言っておりますので、最終的にはそのイ

ラストを規制するのが一番よろしいわけなんで

、 、すが それは知事の肖像権に関することなので

知事のほうでまた御検討されることではないか

と考えております。

今のに関連してなんですが、金曜○蓬原委員

日の夜ですが、地元のマスコミの方と話をして

おりましたら シールを張ってあったものか張っ、

てないものかどうか知りませんが、かなりの量

の返品をされた業者があるというふうに聞きま

した。そのときは別な話のところでしたから、

それ以上突っ込みませんでしたが、その事実は

間違いないというふうに、かなり責任のある方

でしたから、思っております。その情報をつか

んでおられれば つかんでおられるのかと思―

いますが、どういうことだったのか教えていた

だけませんか。

多分、それは山形屋○工藤地域産業振興課長

さんの関係だと思います。そこの業者には何ら

落ち度はなかったわけなんですけど、商品にも

別に「地鶏」と全然なかったわけなんですが、

ただ、あの報道でいかにもそこの商品が偽ブラ

ンドだというような取り扱いを受けたので、そ

れの風評被害をたくさん受けられたという話は

聞いております。

ですから、現実にあったわけです○蓬原委員

ね。かなりな額だというふうに聞いています。

たしか億という数字が出たようにも聞いている

んですが、武井委員がこの前からこの話をして

おる。私も１回質問しましたけれども、結果的

には、このシールのことが発展していって、こ

れが小さな出来事であればいいんですが、それ

が億という数字だと。ほかのところまでこれが

伝搬していったときに 相当なことになるんじゃ、

ないかということを、我々は懸念して言ってき

ているわけですね。この前、中学校駅伝大会が

山口でありましたから、高速でずっと行きまし

たけど、かなりのサービスエリアに同じような

シールを張ったやつが結構ありますね。ここま

で張っているのかと思ってびっくりもしました

が、だから、それがもし、そういうことになっ

たときの引き揚げとか返品とかなったときの反

動というのを考えると、結構大きいよというこ

とを実感として感じましたし、ちょうど山口に

行く前の日の情報としてその返品の話を聞いた

もんですから、これはやっぱりよく考えていた

だいたほうが、武井委員がここまで何回も言う

ということは、それを肌で感じてのことだと思

いますから、知事に鈴をつけに行って、提言を

するのは皆さん方の役目でもあるんじゃないか

と思いますので、言いにくいことかもしれませ

んが、言いにくいことを言うのもまた、皆さん

、 。方のお仕事じゃないかなと思いますので ぜひ

。一つの例として申し上げておきたいと思います

以上です。

その風評被害を受け○工藤地域産業振興課長

たところは、別に炭火焼き自体が宮崎県全体か

ら言えば落ち込んでいるわけじゃないんですけ

ど、そこの会社の商品だけが、報道によって、

会社の名前は出なかったわけですけど、写真な

んかが出たんで、そこの商品だけが返品があっ

たということでございます。

それから、イラストの規制につきましては、

これは知事の肖像権に基づくものなので、先ほ

ど申しましたように、いろんな弁護士さんを含

めた複数の専門家でどうしたら規制ができるか

ということを検討されておりますので、その結
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。果を待って私らも対応したいと考えております

ほか、ございませんか。○横田委員長

本会議の中でよく企業の整理、あ○水間委員

るいは倒産状況の数値を聞いたときに、東京商

工リサーチあるいは帝国データバンクですか、

県としてはどちらの数字をおとりなんですか。

東京商工リサーチの数字○古賀経営金融課長

を統計としてはとっております。と申しますの

が、帝国データの場合は、法的に手続がなされ

たものということで整理がなされておりますの

で、どうしても情報が遅くなると。また、不渡

り２回で普通、倒産と言われているんですけれ

ども、そういったものが、法的整理にならない

限りはデータとして上がってこないものですか

ら、より経営実態を反映しているものというこ

とで商工リサーチの数字を採用させていただい

ております。

私どもは１月から10月末までを聞○水間委員

くと、既に92件、建設業者50件、そういうよう

なことを聞くんですが、部長答弁でお聞きしま

すと、そこあたりが月日のとり方で違うのか、

我々から言うと、10月末じゃ既に92件、建設業

者は50件あるじゃないかという判断のもとで言

うんですが、部長の答弁としては、逆にちょっ

と低い数字をお聞きするんですが、そこらあた

りの一貫性と言うとおかしいけど、結局、発表

された直近のものを我々にひとつ どっちが―

本当なのかなという思いが出てくるので、そこ

ら辺はよろしくお願いをしたいなと思います。

月のとらえ方が、経済指標で言う何々四半期と

いうことでとらえられておるんだろうなと 我々、

はいいほうに理解はしているんですが、やはり

聞くほうとすると直近の、商工リサーチで言う

と12月８日に発表されるわけです。それは11月

末のことを発表される。そのときは、議会があ

るときは、大体一番直近ではこうですというぐ

らいの御説明もいただきたいなと思っておりま

すので、よろしくお願いします。

できるだけ最新の情報と○古賀経営金融課長

いうことで御報告させていただこうということ

で今までやってきておりましたけれども、さら

。に努力をさせていただきたいと思っております

ほか、ございませんか。○横田委員長

宮崎県として、宮崎駅西口の○外山良治委員

開発、物産館、これが入るのか入らないのか、

。現状ではどういうふうなお考えなんでしょうか

これは意見を求めら○工藤地域産業振興課長

れましたので、一応、採算性の面を考慮しまし

て、難しいという回答をしております。

今までの議会答弁では、物産○外山良治委員

館は西口のほうに移転するようなニュアンスも

あったんじゃないんでしょうか。

今回、そこの坪単価○工藤地域産業振興課長

とか、そういうのは大体の数字が出てきました

ので、その計算をもとにして、年間の売り上げ

とか経費の見込みとか、そういうところを計算

しましたところ、ちょっと経営的に成り立たな

いということがございまして、移転は困難とい

う回答をいたしました。

これは、インテリジェント・○外山良治委員

シティ構想の中で、宮崎県が6,000平米だったで

しょうか、正式な数字は忘れましたが、宮崎市

が4,000平米、約11ヘクタールぐらいだったと思

いますが、それで再開発をしようと。今、物産

館の状況が決して長続きはしないだろうといっ

た場合に、１日9,000人の乗降客があると。アン

テナショップ、今から30市町村の地場商品を本

当に売っていこうというような考えがあれば、

先ほどの知事効果、これは非常に県民としても

喜ばしいことですが、この県庁かいわいの現状
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が僕はアブノーマルだと思うんですよ。将来的

に宮崎県産品をどうやって売っていこうかなと

いったことを真摯な立場で考えたときに、宮崎

駅西口の構想、そういうものに物産館というも

、のを含めて移動したほうがいいと思うんですが

近視眼的な発想、視点でそういうふうに云々と

いうのは非常に好ましくないんじゃないのかな

と。ですから、宮崎市と協議の上、6,000平米を

保留にした理由、いきさつ、こういったものを

検証していただく必要が私はあるのではないの

かなと思うんですが、いかがでしょう。

私どもも決して県庁○工藤地域産業振興課長

の前の物産館が、売り上げが長く今のような状

態が続くとは考えておりません。駅前のほうに

移転した場合のこともいろいろと検討したんで

すけど、余りにも年間の家賃、共益費なんかが

高いものですから、今のところだと余り経費も

変わらないので、今回は断念したということで

ございます。

今回は断念した。初めて聞き○外山良治委員

ましたが、宮崎市に問い合わせてみると、県は

検討中だと。それから費用対効果の問題、こっ

ちが6,000平米あるわけですから、そんなところ

を十分お考えいただいて、今からの30市町村の

ものをどうやって売るかと。今までは、先ほど

申し上げたように、１万人の乗降客があるわけ

です。それから宮交もバスセンターのほうに入

るでしょう。例えば、西武のキャンプ、スポー

ツランドということで最近、たくさんの人がお

見えになる。一番いい場所だと思うんですよ、

あそこが。そういったことを十分踏まえて、今

からの宮崎県の物産というものをどういうふう

に流通に乗せるか、販売をするか、そこをお考

えいただいた方がいいと思うんですが、以上で

す。

ほか、ございませんか。○横田委員長

商工会議所のビルの件、ちょっと○武井委員

確認で、商工政策課長になると思うんですが、

商工会議所がビルを西口に開発をするという計

画をしているんですが、ビルを建設することに

ついての新たな県からの出捐金とか補助金とい

うのは何かあるんですか。それは特にはないと

いうことですか。

今おっしゃった件につ○内枦保商工政策課長

いては、うちの部が関与しておるわけじゃあり

、 、ませんけれども 一部報道で見ている範囲だと

そういうものは想定していないというふうにた

しか報道をされたと思うんです。

。 。○武井委員 わかりました その件は結構です

、 、 。別の件 もう一点 質問させていただきます

観光・リゾート課長に御質問いたします。オー

シャンドームの関係なんですけれども、先日、

シーガイアさんの方ともお話ししたんですが、

相変わらずと言ったら失礼ですけど、まだ今後

の活用方向は決まっていないということなんで

すが、今後、県として、オーシャンドームさん

に、当然一つの観光の目玉であったわけですか

ら、相変わらずこのような状態がずっと続くと

いうのは望ましいことではありませんが、県と

して、意見を述べていく場とか、いろんな提案

をしていく場というのは設けていくということ

は考えられますでしょうか。

これにつきまして○橋口観光・リゾート課長

、 、は この間から再三お答えしておりますように

経営としてどう考えるかという経営主体の問題

でございますので、そういったことで、それに

ついて県として申し上げるということはないと

思います。

私、前回もそういうお答えがあっ○武井委員

て、あれからも考えたんですが、フェニックス
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リゾート社に当時、リゾート基金は幾ら入りま

したでしょうか。

26億5,000万という○橋口観光・リゾート課長

ことでございます。

シーガイアがあのときに、リップ○武井委員

ルウッド社に経営移譲するときに３つの条件と

いうのがあったかと思います。取引先の確保、

施設の一体的運営、雇用の確保と３つありまし

た。雇用の確保については、100人以上の方が解

雇されましたので、履行されたのかというのは

非常に疑問でございます。取引先の確保という

のは、営業していますから、まだいいんでしょ

うけれども、そういった中で、昔のシーサイド

ホテルを閉めましたし、オーシャンドームもこ

ういう形でずっと閉鎖が続いているというよう

な状況の中で、切り売りされなかったというこ

とではあるんですけれども、そういった当初の

条件というもののもろもろを考えても、県は、

自分たちの経営だからということではなくて、

しかも26億円ですか、お金も入れているわけで

すから、もうちょっと積極的に、もっと強気に

意見をしっかり申し述べていくということが私

はあっていいんじゃないかなと思うんですが、

いかがでしょうか。

今後のオーシャン○橋口観光・リゾート課長

ドームの活用方策につきましては、シーガイア

のほうで いろいろとこれから 現在もでしょ、 ―

うけれども、どうするのか、いろいろ対応を考

えられていると思います。むしろ、そういった

ことよりも、そういったことがなくなったとき

に宮崎県の観光が衰退しないように 衰退と―

いうか、それ自体として、これから体験型メ

ニューをいろいろと開発していこうとされてい

るというふうなことでございますので そういっ、

た双方をオーシャンドームの活用方法とあわせ

て検討されていると伺っておりますので、それ

について見守ってまいるというスタンスでござ

います。

私が申し上げたのは とにかくオー○武井委員 、

シャンドームが現状として、体験型とかすると

いうのは意味がありますよ。それはそれで大事

なことですが、お話がちょっとすりかわってい

る感じもするんですが、とにかく今、オーシャ

ンドームという非常に集客力のあった施設が

、 、あって これが閉鎖された状況が継続している

いつ再開されるかわからないと、これ自体、非

常に宮崎県の経済・観光にとってよろしい状況

、 、ではないというようなことですから とにかく

何らかの形でオーシャンドームが、プールとし

てという形ではなくても再開していくというこ

とは、観光の集客の目玉になるということであ

るのは間違いないと思いますので、その意味で

は、できるだけ早く、あれがまた観光集客施設

として再開していくということについては、一

刻も早くまた新しい形でリバイバルしていただ

きたいということは、またぜひ、機を見てお話

をいただければと思っております。

リゾート基金のお話をさせていただきました

ので、それに引き続いて、高千穂鉄道の関係を

１点御質問申し上げます。今、現状で努力をさ

れていらっしゃる方がいらっしゃるのは十分踏

まえた上で話をしたいと思いますが、一たんは

廃線が確定するだろうということになるんです

けれども、高千穂鉄道に、それこそ、リゾート

基金を１両8,000万、２両で１億6,000万入れた

例のトロッコ車両があるんですけれども、高千

穂鉄道が清算という形になりますと、当然、土

地は行政に無償譲渡という話ですが 例えばレー、

ルとか、駅舎とか、どれぐらいの価値があるか

、 、というのはあるんですけれども そうしますと
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。そういう清算の過程で車両が売られてしまうと

つまり、県外に行ってしまうと。いわば売るわ

けですから、だれかが買うということにもなり

かねない状況がありまして、私としては、これ

は何としても、それこそ宮崎県のリゾート基金

でつくったものですから、多額入っているもの

ですから、県内に残して、例えば日南線である

とか、吉都線であるとか、そういうところでの

活用ということもできていくと思うんですが、

何かそういうことについての対策とか検討とい

うのはされていらっしゃいますでしょうか。

高千穂トロッコ列○橋口観光・リゾート課長

車の関係ですけれども、これにつきましては、

トロッコ鉄道のほうで、ＴＲと関係の自治体、

そして新会社、こういうところで、要するに沿

線自治体に寄附されて、そして沿線自治体から

新会社へ無償貸与しようというふうなことで、

あわせて新会社からＴＲに譲渡の申し出をやっ

たということで、そういうスキームで今まで動

いてきていたわけですけれども、これが先日の

株主総会のほうで、新たに事業譲渡の申し出を

取り下げると、それから経営陣が退陣してみん

な抜けましたけれども、なお会社は存続してい

るわけでございます。これについては、ＴＲと

沿線自治体、新会社でその取り扱いについてこ

、 、れからまた どうしていくのかというところを

また新たなスキームとして決めるのかどうか、

いろいろ御検討をされるものというふうに思っ

ております。その中でトロッコ列車につきまし

ては、観光振興あるいは地域振興のために、高

千穂町が補助した部分について県が補助したと

いうスキームになっておりますけれども、これ

からの協議検討、どうなされていくのか、その

動向をきっちり見きわめていく必要があるかな

というふうに思っております。

わかりました。会社がどうなるか○武井委員

、 、というのも非常に厳しい状況ですが とにかく

この車両が県外に出ていくということだけは何

としても避けていかなければいけないと思いま

すので、その辺は十分に踏まえていただいて、

もし、高千穂で活用するということができない

ということであれば、何らか県内で活用すると

いうことができるような方向をぜひ模索してい

ただきますようにお願いをいたします。以上で

す。

ほか、ございませんか。○横田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして商○横田委員長

工観光労働部を終了いたします。

ここで、委員の皆様にお諮りいたします。

日程案では、県土整備部の審査はあすからと

なっておりましたが、商工観光労働部の審査が

終了いたしましたので、引き続き、県土整備部

の審査を行いたいと思いますが よろしいでしょ、

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○横田委員長

す。

、 。執行部の皆さん お疲れさまでございました

執行部の入れかえのため、暫時休憩いたしま

す。

午前11時12分休憩

午前11時21分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

県土整備部の皆さん、御苦労さまでございま

。 、 、す それでは 本委員会に付託されました議案

報告事項等の説明を求めます。なお、委員の質

疑は、執行部の説明がすべて終了した後にお願

いいたします。
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商工建設常任委員会の皆○野口県土整備部長

様方には、かねてから県土整備行政の推進につ

きまして、格段の御指導、御協力をいただいて

おりまして、厚く御礼申し上げます。

御説明に入らせていただきます前に、一言、

御報告を申し上げます。

東九州自動車道の高鍋―西都間におきます補

償金目的植栽行為等２件につきましては、10月

４日に収用委員会の裁決がなされまして、明け

、渡し期限が11月23日までとなっておりましたが

いまだ樹木等の撤去がなされていない状況にあ

ることから、11月26日に起業者であります西日

本高速道路株式会社から県に対しまして、行政

代執行の請求が行われたところでございます。

詳細につきましては、後ほど高速道対策局長か

、 、ら御説明申し上げますが 県といたしましては

西日本高速道路株式会社が公表しております門

川―西都間の平成22年度から26年度までの順次

供用はもとより、東九州自動車道を初めといた

します県内高速道路の早期整備に向け、今後も

全力で取り組んでまいりますので、委員会を初

め、県議会の皆様のより一層の御支援、御協力

をお願いいたします。

それでは、今回の委員会で御審議をいただき

ます県土整備部所管の議案等につきまして、そ

の概要を御説明いたします。

お手元に商工建設常任委員会資料をお配りい

たしておりますので、ごらんいただきたいと思

います。表紙をめくっていただきまして、裏側

。のページをごらんいただければと思っています

御審議いただきます議案及び報告事項を担当課

ごとに記載しております。

上から順番にごらんいただきますと、まず初

めに、管理課でございますが、県土整備部の11

。月補正予算につきまして御説明を申し上げます

次に、道路建設課でございます。11月補正予

算案のほか、国において作成中の道路の中期計

画など、ごらんの項目について御説明申し上げ

ます。

次に、道路保全課でございます。県道の路線

認定について議案を上げさせていただいており

ますが、これは、東九州自動車道の須美江イン

ターチェンジと国道388号とを結ぶ路線を県道と

して認定するため、道路法第７条第２項の規定

、 。により 議会の議決を求めるものでございます

また、県道で発生いたしました落石事故につき

まして、損害賠償額を定めたことにつきまして

御報告を申し上げます。

次に、河川課でございますが、補正予算案を

お願いしております。

次に、砂防課でございますが、補正予算案の

ほか、市町村負担金徴収につきまして議案を上

げさせていただいておりますが これは 平成19、 、

年度土木事業に要する経費に充てるため、市町

村負担金を徴収することについて、地方財政法

等の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。

次に、港湾課でございます。油津港の港湾計

画の改訂についてでございますが、これは、平

成６年に策定しました油津港の港湾計画につき

まして、港を取り巻きます環境が大きく変化し

ていることなどから、港湾計画の見直し作業を

進めてきたところでございまして、改訂案の概

要を御説明申し上げるものでございます。

次に、都市計画課でございます 「宮崎県にお。

ける事務処理の特例に関する条例の一部を改正

する条例」についてでございます。これは 「高、

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律」に基づく知事の権限に属する事務の一

部について、住民の利便性の向上や事務処理の
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効率化等の観点から、取り扱いを希望する都城

市に移譲を行うために条例を改正するものでご

ざいます。

次に、公園下水道課でございますが、補正予

算案をお願いしております。

次に、建築住宅課でございます。県営住宅に

おいて発生いたしました排水管破損による漏水

事故について、損害賠償額を定めたことにつき

まして御報告申し上げます。

最後に、高速道対策局でございますが、東九

州自動車道高鍋―西都間における行政代執行に

要する補正予算案を上げさせていただいており

、 。まして その状況について御説明申し上げます

以上が県土整備部の議案及び報告事項でござ

います。その詳細につきましては、この後、そ

れぞれ担当課長から説明させますので、よろし

く御審議のほどお願いいたします。以上でござ

います。

管理課でございます。○持原管理課長

まず、議会提出資料について御説明いたしま

す。各課が本日の委員会で説明に使用いたしま

す議会提出資料は、１つ目が「平成19年11月定

例県議会提出議案 、２つ目が「11月補正予算説」

明資料 、３つ目が「11月補正歳出予算説明資」

」、 。料 議案第16号と書いてあるものでございます

４つ目が「11月定例県議会提出報告書」でござ

います。県土整備部関係分だけを抜粋いたしま

して、お手元の「商工建設常任委員会資料」に

まとめておりますので、各課はこの委員会資料

に基づきまして、説明させていただきます。

それでは、委員会資料の１ページをお開きく

ださい。県土整備部の11月補正予算の概要につ

いて御説明いたします。この表は、今回の補正

額などを一覧表にしたものであります。今回の

補正の主なものは、さきの台風４号、５号など

により被災いたしました公共土木施設の被災箇

所を改修することで、災害に強い施設として復

旧整備するための災害関連事業などの国庫決定

に伴うものや、補償金目的植栽の行政代執行に

要する経費でありまして、一般会計と特別会計

とを合わせました県土整備部の補正額は、表の

一番下の右から３番目の欄に記載しております

けれども、６億8,056万6,000円の増額補正であ

りまして、補正後の予算は、その右に記載して

おりますけれども、915億897万6,000円で、前年

度同期比91.2％となっております。

次に、２ページをお開きください。まず、補

助公共事業の補正でございます。道路事業

が1,679万6,000円の増額、河川事業が8,287

万2,000円の増額、砂防事業が５億6,589万8,000

円の増額、合わせて、一番下、計の欄でござい

ますけれども、６億6,556万6,000円の増額とな

ります。

次に、右の３ページをごらんください。災害

復旧事業でございます。都市災害が500万円の増

額補正であります。これは、台風５号により被

災いたしました県総合運動公園テニスコート観

覧席の屋根の復旧に要する経費を計上いたして

おります。

次に、４ページをお開きください。繰越明許

。 、費の補正でございます 主な事業の追加として

道路受託事業など３事業６億1,902万をお願いい

たしております。また、右のページ、繰越額の

変更でありますが、道路新設改良事業など12事

業で増額補正をお願いしておりまして、補正後

の繰越額は108億8,561万3,000円となります。こ

れら繰り越しの理由といたしましては、用地交

渉や工法検討に日時を要したことや、国の予算

内示の関係等によりまして工期が不足すること

などによるものであります。なお、追加と補正
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とを合わせましたこれまでの状況を６ページに

記載しておりますので、後ほど、ごらんくださ

い。

次に、７ページをごらんください。債務負担

行為の補正であります。道路保全課の道路受託

事業費など３事業で５億7,400万円の追加をお願

いいたしております。また、次の８ページにあ

りますように、道路建設課の公共道路新設改良

事業費、国道325号地域連携推進事業など２事業

で補正増額をお願いしておりまして、補正後の

債務負担行為限度額は４億5,000万円となりま

す。

補正予算の内容につきましては、後ほど、関

係課長が御説明いたします。

管理課につきましては、以上でございます。

。○荒川道路建設課長 道路建設課でございます

当課の補正予算について御説明いたします。

委員会資料の11ページをお開きください。当

課の補正予算額は、1,679万6,000円の増額をお

願いしております 補正後の予算額は 239億304。 、

万3,000円となります。

12ページをごらんください。補正予算の内容

でございますが （事項）公共道路新設改良事業、

。 、費で1,679万6,000円の増額であります これは

さきに発注しました国道269号線の道路改良工事

において、請負業者の経営悪化により工事続行

不能届の提出があり、契約解除しましたことか

ら、支出しました工事前払い金相当額の補正で

あります。なお、この現場は一部でき上がって

いましたが、工事出来高が支払い済みの工事前

払い金に満たないため、その差額につきまして

は、既に保証会社から雑入として受け入れてお

ります。

補正予算につきましては以上であります。

次に、議案第８号「工事請負契約の締結につ

いて」御説明いたします。

21ページをお開きください。議案第８号は、

一般国道448号地域連携推進事業に伴う名谷トン

。ネル工事の請負契約の締結についてであります

下のほうに位置図を掲げておりますが、この工

事は、串間市大字大納において整備を進めてお

ります国道448号名谷バイパスに伴うトンネル工

事であり、条件付一般競争入札に付したもので

あります。１に名谷バイパスの事業概要を、２

。に名谷トンネル工事の概要を記載しております

３の工事請負契約の概要をごらんください。契

約の金額は16億3,800万円、契約の相手方は松

本・志多・日新特定建設工事共同企業体、工期

は平成21年７月30日までであります 次の22ペー。

ジに工事箇所を拡大してお示ししております。

なお、本工事の入札は、総合評価落札方式の

標準型によって行っております。総合評価落札

方式では、企業の施工能力や配置予定技術者の

能力及び企業の技術力と価格等を総合的に評価

し、落札候補者を決定する方式であります。開

札結果と本工事の公告から総合評価についての

資料を抜粋し、別途配付しておりますので、御

参照ください。

工事請負契約に関しては以上であります。

次に、道路整備の中期計画について御報告い

たします。

23ページをごらんください。中ほどに７月31

日というのが２つ書いてありますが 中ほどの11、

、 、月13日の前のやつですが これにつきましては

７月31日を９月25日に訂正方、よろしくお願い

いたします。申しわけございません。

道路整備の中期計画につきましては、国土交

通省が、昨年12月に閣議決定された道路特定財

源の見直しに関する具体策に基づき、ことしの

４月から国民各層への問いかけを開始し、８月



- 20 -

に中期計画に骨子案を、さらに11月13日には素

案を公表いたしました。素案の中では、計画期

間を平成20年度から29年度の10年間とし、その

間に必要な事業量として、65兆円が計上され、

このほかに高速道路の料金引き下げなどの道路

関連施策として３兆円以上が想定されておりま

したが、政府・与党におきましては、これを精

査し、事業量については59兆円を上回らないこ

ととされ、高速道路の料金引き下げなどについ

ても2.5兆円と、いずれも縮減する方針が示され

たところであります。このほかには、地域の道

路整備を促進する観点から、地方道路整備臨時

交付金について、対象拡大や財政負担に応じて

交付率引き上げといった制度改善などが示され

ました。国においては、引き続き検討が進めら

れ、年内には中期計画が作成されると伺ってお

ります。今回の政府・与党の方針につきまして

は、地方道路整備臨時交付金の制度改善や暫定

税率を延長するといった評価できる内容が示さ

れる一方で、道路特定財源の一般財源としての

活用が示されるなど、懸念される点もございま

す。いずれにしましても、政府・与党が今回示

されました措置を実現するために、関連法案を

、次期通常国会へ提出されることになりましたが

道路整備を継続して実施していく必要のある本

県にとりまして、その整備財源の確保が極めて

重要でありますので、暫定税率延長を含む関連

法案を成立させていただき、道路特定財源を本

来の目的である道路整備に最大限充当できるよ

う、国や関係団体に対し働きかけてまいりたい

と考えておりますので、引き続き議会の皆様の

御支援、御協力をよろしくお願いいたします。

次に、1.5車線的道路整備について御報告いた

します。

25ページをごらんください。１の概要につい

てであります。本県の道路整備は、全国と比較

して非常におくれております。特に山間部にお

いては、地形条件が厳しく、交通量の少ない箇

所については、地元の要望がありながら２車線

。整備になかなか着手できない箇所がございます

このため、より安心して、安全に、そして安定

して走行できるよう、1.5車線的道路整備を実施

することとしました。

２の対象区間につきましては、県道でおおむ

ね交通量が１日1,500台以下の区間で、かつ地元

が1.5車線的道路整備を要望している区間を対象

に検討していきたいと考えております。

整備の考え方としましては、実施時期につき

ましては、平成20年度から事業着手を考えてお

ります。整備内容は、26ページにイメージ図を

示しておりますが、可能な限り現道を利用しま

して、見通しを確保するための突角剪除やカー

ブミラー設置、待避所の設置等を想定しており

ます。今後は、緊急性や路線の適性、地元要望

等を踏まえながら、整備工法箇所を整理し、こ

の中からまずは２～３カ所について事業に着手

したいと考えております。

道路建設課は以上でございます。

道路保全課でございます。○東道路保全課長

議案第11号「県道の路線認定」につきまして

御説明いたします。

委員会資料の27ページをお開きください。ま

た、28ページには関連図等をお示ししておりま

すので、あわせてごらんください。これは、現

在、整備が進められております東九州自動車道

の北浦―北川間に設置する須美江インターチェ

ンジと国道388号を結ぶ路線を県道として認定

し、高速道路と既存道路間のネットワークを形

成しようとするものであります。新たな県道の

路線認定となりますことから、道路法第７条第
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２項の規定により議会の議決を求めるものであ

ります。

次に、損害賠償額を定めたことについて、地

方自治法第180条第２項の規定に基づき、御報告

いたします。

委員会資料の29ページをお開きください。落

石事故の２件でございます。発生日及び発生場

所につきましては、左の欄に記載のとおりであ

ります。

事故の内容について御説明いたします。１件

目につきましては、路側帯に駐車中、道路のり

面から発生した落石により、車輪の左前方部分

を損傷したものであります。損害賠償額は８

万1,611円であります｡２件目につきましては、

、 、自動車で走行中 路上にあった落石に乗り上げ

車両右側の前後タイヤ及びホイールを損傷した

ものであります｡損害賠償額は６万648円であり

ます｡なお、賠償額はいずれも、すべて道路賠償

責任保険から支払われます。

事故の説明は以上でありますが、今後とも、

。道路の安全確保に努めてまいりたいと存じます

道路保全課は以上であります。

河川課でございます。○児玉河川課長

当課の補正予算について御説明いたします。

委員会資料の13ページをお開きください。当

課の補正予算額は、8,287万2,000円の増額をお

願いしております 補正後の予算額が224億1,602。

万円となります。

次に 補正予算の内容でございますが 14ペー、 、

ジをお開きください。まず （事項）公共河川事、

業費であります｡これは、国の補助を受けて実施

する河川改修等を行う事業でありますが、国庫

補助の決定等に伴いまして、947万4,000円減額

補正するものであります｡

次に、２番目の（事項）公共災害関連河川事

業費であります｡これは原形復旧のみでは事業の

効果が限定されるため、再度災害防止の観点か

ら改良復旧を図る事業でありますが、７月の台

風４号により被災しました美郷町西郷区の耳川

や南郷町の潟上川が採択を受けたことによる現

年災の増加等に伴い、6,287万3,000円増額補正

するものであります｡

次に、３番目の（事項）河川激甚災害対策特

別緊急事業費であります｡これは、甚大な被害を

受けた大淀川や五ヶ瀬川等において、河川改修

を緊急かつ重点的に行う事業でありますが、請

、負業者の経営悪化により契約解除したことから

支出しました工事前払い金相当額2,947万3,000

円を増額補正するものであります｡なお、保証会

社から県へ納付された保証金を財源に充ててお

ります。

河川課につきましては、以上でございます。

砂防課であります。○桑畑砂防課長

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の委員会資料の15ページをお開きくだ

さい。当課の補正予算額は、５億6,589万8,000

円の増額をお願いしております。補正後の予算

額は55億9,357万1,000円となります。

以下、主な内容について御説明いたします。

16ページをお開きください。まず （事項）公、

共砂防事業費であります。説明の欄、１の通常

砂防事業についてでありますが これは 平成18、 、

年度に土石流災害が発生し、工事施工中であり

ました諸塚村矢左右谷川におきまして、想定外

の軟弱地盤がありましたことから、この処理の

ための経費であります。また、２の災害関連緊

急砂防等事業につきましては、本年８月の台風

５号によって大規模な土石流が発生いたしまし

た日之影町綱の瀬川におきまして、災害復旧の

ための事業を実施するもので、国庫補助の採択
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通知を受けたことによる増額であります。合計

で５億162万2,000円の増額をお願いしておりま

す。

次に （事項）公共急傾斜地崩壊対策費であり、

ます｡説明の欄１の災害関連緊急急傾斜地崩壊対

策事業につきましては、本年７月の台風４号に

より土砂災害が発生いたしました日向市の２カ

所におきまして、急傾斜の対策工事を実施する

もので、国庫補助の採択通知を受けたことによ

る増額であります｡また、２の総合流域防災事業

につきましては、請負業者倒産による前払い金

相当額の補正であります｡合計で6,427万6,000円

の増額をお願いしております。

次に、提出議案について御説明いたします。

31ページをお開きください。議案第10号「土

木事業執行に伴う市町村負担金徴収について」

であります｡これは、災害関連緊急急傾斜地崩壊

対策事業に要する経費に充てる市町村負担金を

徴収することについて、地方財政法の規定に基

づき、議会の議決を求めるものであります｡この

ことにより、本年７月の台風４号により発生し

、た日向市における土砂災害の対策工事について

日向市より負担金を徴収することとなります。

砂防課は以上でございます。

港湾課でございます。○竹内港湾課長

油津港の港湾計画改訂について御説明いたし

ます。

委員会資料の33ページをお開きください。ま

ず、港湾計画についてでございます。重要港湾

は、港湾管理者が港湾計画を策定するように港

湾法で定めておりまして、通常、10年から15年

後の将来の利用状況を考慮して、施設の規模、

配置などにつきまして計画することになってお

ります。

１の現行の港湾計画でございます。現港湾計

画は、平成６年３月に策定されたもので、目標

年次をおおむね平成17年としております。

２の改訂の理由についてでございます。油津

港は、県南地域の産業振興の拠点としての役割

を担っておりますが、コンテナヤードの混雑化

や大規模地震への対策、プレジャーボートの収

容などの対応が課題となっております。この課

題を解決するために、港湾計画の見直しを行っ

ております。

３のこれまでの取り組みについてでございま

す。平成15年度に企業アンケートやヒアリング

などを実施し、昨年度は学識経験者、地元関係

者などから成る「油津港長期整備計画調査委員

会」を組織しまして、計画の策定を進めてまい

りました。また、地元の利用者、まちづくりな

どの関係者から成る「地域懇談会」を開催し、

幅広く意見を聞きながら検討を進めたところで

ございます。今年度は、昨年度に引き続き各委

員会で検討をお願いし、計画案がまとまりまし

たことから、10月に県の審議会、11月に国の審

議会に諮問をし、それぞれ原案どおり答申を受

けたところでございます。去る12月17日付で国

土交通大臣から計画として適切である旨の通知

を受けましたことから 現在は告示の手続をとっ、

ているところでございます。

４の改訂の内容についてでございます。今回

の計画は、目標年次を平成30年代半ばとしてお

ります。主な計画内容につきましては、①の内

貿物流機能の拡充・強化など５項目を掲げてお

ります。

それでは、35ページ、資料１をお開きくださ

い。まず、図の右上に示しております①内貿物

。流機能の拡充・強化について御説明いたします

東地区は、コンテナ貨物などの増大によりまし

、 、てヤードが混雑しているため 今回の計画では
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新たに埠頭を計画しまして、外国向けの貨物と

国内向けの貨物を分離し、効率的な港湾活動を

確保することにしております。また、油津港で

は、耐震強化岸壁が未整備となっておりますこ

とから、計画の岸壁を耐震強化岸壁としており

ます。

次に、図の中央の下に示しております②危険

物を含むバルク貨物の集約、再配置について御

説明いたします。住宅地に隣接した危険物タン

ク及びバルク貨物を移転、集約するために、計

画では、西地区に埠頭を計画しまして、港内の

安全性の向上を図ることとしております。

次に、図の左上に示しております③の港内に

おける親水空間及び交流空間の確保についてで

ございます。港内での憩いの空間の確保と油津

地区の活性化、地域の観光振興を図るため、計

画では、新たに緑地などを計画しております。

また、大型旅客船は、東地区に新たに計画しま

した埠頭に接岸させ、背後で歓迎式典やイベン

。トができる用地を確保することにしております

次に、図の左下に示しております⑤の漁船、

プレジャーボートの適正な収容を図るための小

型船だまり計画についてでございます。堀川運

河や港内では、漁船とプレジャーボートが混在

し、管理面や安全面から問題が生じていますこ

とから、計画では、漁港地区にプレジャーボー

。トを収容する小型船だまりを計画しております

次のページの資料２をお開きください。新旧

の比較表となっております。既定計画では、西

地区には危険物やバルク貨物を取り扱う埠頭、

３号地区にはマリーナがございますが、農業ハ

ウスで使用する重油基地の進出計画の見直しな

どが行われたこと、荷役の効率化が進み、貨物

の輸送形態がコンテナ化されたこと、漁港地区

に小型船だまりを計画したことなどの理由によ

りまして計画を見直しているところでございま

す。

港湾課につきましては、以上でございます。

。○河野都市計画課長 都市計画課でございます

委員会資料の37ページを開きください。議案

第４号「宮崎県における事務処理の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」について御説明

いたします。

、 、 、初めに １の改正の趣旨でありますが 今回

「土地区画整理法」に基づく認可等及び「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律」に基づく特定路外駐車場の届け出の受理

等の知事の権限に属する事務の一部につきまし

て、住民の利便性の向上や事務処理の効率化等

の観点から、取り扱いを希望する都城市に移譲

するため、条例の一部を改正するものでありま

す｡

、 、次に ２の移譲する事務の内容でありますが

①の土地区画整理法につきましては、既に施行

面積が５ヘクタール未満に限る個人・組合施行

の土地区画整理事業の認可等に関する事務を移

譲しておりますが、今回、都城市におきまして

は、面積の要件を廃止して、事務を移譲するも

のであります。また、②の高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律につきまし

ては、駐車面積500平方メートル以上の有料駐車

場であります特定路外駐車場の届け出の受理、

車いす使用者駐車スペースを１ます以上設ける

等の基準に違反している場合の是正命令等に関

する事務を移譲するものであります。

当該事務の移譲につきましては、平成20年４

月１日から施行するものであります｡

なお、38ページから42ページに現行と改正案

の対照表を添付いたしておりますので、説明は

省略させていただきます。以上であります。
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公園下水道課でありま○冨髙公園下水道課長

す｡

当課の補正予算について御説明いたします。

委員会資料の17ページをお開きください。当

課の補正予算額は、500万円の増額をお願いして

おります 補正後の予算額は ８億7,341万8,000。 、

円となります。

次のページをお開きください。これは、こと

し８月に発生した台風５号によりまして、県総

合運動公園のテニスコートの観覧席の屋根が破

損したことによる都市災害復旧事業に要する経

費でありますが、500万円の増額であります｡

公園下水道課については以上であります。

建築住宅課であります。○藤原建築住宅課長

委員会資料の43ページをお開きください。損

害賠償額を定めたことにつきまして、地方自治

法第180条第２項の規定に基づきまして御報告い

たします。

この事案は、平成19年５月５日に、都城市に

あります県営都北団地101棟１号におきまして、

その上の階の住戸から、洗面台の排水管の腐食

により水が漏れ、その漏れた水が下の階の１号

ですけれども、住戸内の寝具、衣類等に損害を

与えたものであります｡この事故につきまして

は、調査の結果、管理責任が県に存在すると判

断し、記載の相手方と和解契約を締結したもの

であります｡損害賠償の額は２万5,050円で、主

に寝具の買いかえや衣類等のクリーニング費用

でありまして 一般会計予算の予備費から支払っ、

たところであります。

建築住宅課は以上であります。

高速道対策局でありま○岡田高速道対策局長

す｡

当局の補正予算について御説明いたします。

お手元の委員会資料の19ページをお開きくだ

さい。当局の補正予算額は、1,000万円の増額を

お願いしております。補正後の予算額は、30

億1,001万3,000円となります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。

20ページをお開きください （事項）東九州自。

動車道用地対策費であります｡これは、東九州自

動車道の用地取得を行う事業でありますが、今

回の補正で、東九州自動車道高鍋―西都間にお

ける行政代執行に要する経費1,000万円を計上し

ております。この行政代執行に関しましては、

報告事項として御説明をさせていただきます。

資料の45ページから47ページになります。47

ページをお開きください。県内の東九州自動車

道における補償金目的植栽箇所の位置図になっ

ておりまして、今回の箇所は黒塗りをしており

ます高鍋―西都間の33番と34番になります。そ

れでは、45ページにお戻りください。東九州自

動車道高鍋―西都間における補償金目的植栽２

カ所につきましては、10月４日に収用委員会の

裁決がなされ、樹木等の撤去期限が11月23日と

なっていましたが、いまだ樹木等の所有者らに

よる撤去はなされていない状況であります｡この

ため、11月26日に、起業者であります西日本高

速道路株式会社から知事に対し行政代執行の請

求がありましたので、今後、県が樹木等撤去の

代執行手続を進めていくことになりました。こ

れまでの経緯などにつきましては、資料に記載

のとおりであります｡

次に、代執行の手続に関して御説明をいたし

ます。西日本高速道路株式会社から代執行の請

求を受けましたので、今回お願いしております

補正予算の議決後、樹木等の所有者らに撤去期

限を定めて樹木等の撤去の催促と、その期限ま

でに撤去しない場合は代執行を行う旨を文書で
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戒告をいたします。この戒告において通知しま

した期限までに撤去が行われない場合、代執行

令書により代執行の実施期間、代執行費用の見

積額等を通知し、樹木等撤去の代執行を行い、

西日本道路株式会社へ土地の引き渡しを行いま

す。

次に、代執行の費用についてでありますが、

物件確認や樹木等の撤去、保管、処分に要する

費用としまして、補正予算で計上しておりま

す1,000万円を予定しております。この費用につ

きましては、まず、執行庁である県が支出をい

たしますが、撤去及び処分に直接要した費用に

ついては、物件所有者らに請求することになり

ます。

次に、東九州自動車道における補償金目的植

栽の現況について御説明いたします。46ページ

をお開きください。東九州自動車道門川―西都

間の補償金目的植栽につきましては 今まで行っ、

てきました自主撤去要請と10月４日に出された

、 、収用委員会における裁決の効果として 裁決後

６カ所が解決へと至り、現在、代執行案件の２

カ所を含め、34カ所が残っている状況でござい

ます。その箇所などにつきましては、47ページ

の図に示しておりますので、後ほど御参照いた

だきたいと思います。

今後とも、残る案件につきましては、自主撤

去要請を行うとともに、応じてもらえない場合

につきましては、事業進捗を勘案しながら、土

地収用法の手続を進めていくこととしておりま

す。

高速道対策局は以上でございます。

以上で執行部の説明が終了いた○横田委員長

しました。

ここでお諮りいたしますけど、質疑応答は午

後からということでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、午後１時に再開いた○横田委員長

します。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

、 、 、先ほど 説明がありましたけど まず最初に

議案関係と損害賠償額を定めたことについてに

ついての質疑をお受けいたします。質疑のある

人はどうぞ。

議案第８号ですが 龍南は幾らだっ○坂元委員 、

たですか。

道路建設課でございます○荒川道路建設課長

けれども、その龍南とおっしゃいますのはどう

いう。

議案第８号。西都をとったから外○坂元委員

れたのか。

龍南さんは、配付資料を○荒川道路建設課長

見ていただくといいんですけれども、別添配付

で２枚ほど配付させていただいております。そ

の中で 「総合評価落札方式（標準型）に関する、

」 、評価調書 というのがあると思いますけれども

これに参加された業者さんの名前がずらっと

載っております。この中には今おっしゃいまし

た龍南さんは入っておりません。以上でござい

ます。

札は入れたんですか。○坂元委員

今回、名谷トンネルに対○荒川道路建設課長

しましては、この７ＪＶだけが参加されたとい

うことでございます。

例えば、大淀・上田・桜木、53円○坂元委員

ですね。梅林で881円。ほぼ変わらないというこ

と、物すごく近いですよね。つまり、予定価格
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の事前公表がこういう結果をもたらすというこ

とでしょうね。

今、委員のおっしゃいま○荒川道路建設課長

したように、札を入れられましたその額を見て

みますと、かなり近いような額になっておりま

す。これに先立ちまして、２つほどトンネルを

発注しております。そういったことから、予定

価格とか落札価格というのはわかっておるわけ

でございまして、その辺のも推察されたのかも

しれませんし、また、落札といいますか、札を

入れる額を算定するいろんな計算ソフト、そう

いったものを使用されて同じような額になった

。 。のかもしれません その辺は推測でございます

以上でございます。

これは年度がわりぐらいでも 我々○坂元委員 、

は絶対聞きに行きませんから、事後公表に、そ

うされないと余りにも数値が近いからですね。

予算に関連してですけど、代執行費用、62

万2,000円というのが県の持ち出し。つまり、旅

費とかそういうものはもらえないということは

法律的には決まっているんですか。

そういうことでござい○岡田高速道対策局長

ます。

そのほか、ございませんか。○横田委員長

この植栽ですが、簡単に言う○外山良治委員

と、一気に切ることはできんのですか。

すべての箇所一緒にと○岡田高速道対策局長

いうことだと思いますが、代執行を行う手順と

しまして、工事区間の事業認定という手続がま

ず必要でございます。それは、区間ごとに事業

認定をとっていくということにしておりますの

で、一気にというのは今のところはできない状

況でございます。

わかっておったんですがお伺○外山良治委員

いしているんですけど、例えば、事業認定をと

ると。その都度、こういうふうに代執行の手続

を今後、とることになるわけでしょう。工期に

影響を与えるのではないのかなということが

あって、質問をいたしました。そういう点では

大丈夫なんでしょうか。

門川―西都間におきま○岡田高速道対策局長

しては、それぞれ開通予定年度が22年度から26

年度ということで、区間ごとに設定をされたと

ころです。その区間ごとに、目標年次に支障を

与えないように手続をとっていって解決をして

いくという方向で進めております。

それから、1,000万のうち、宮○外山良治委員

崎県としては60何万何がしかの負担になると。

これは単純に見て、高速でしょう、何で宮崎県

が60何万というのを負担しなければならないの

か。なぜなんですか。

この62万2,000円の持ち○岡田高速道対策局長

出しにつきましては、行政代執行法で定められ

ている経費ということでございます。

相手方が返済をしてきた場合○外山良治委員

に、これはまた戻るんですか。

先ほど申しました62○岡田高速道対策局長

万2,000円、これは県の持ち出しですので、これ

は戻ってきません。

ほか、ございませんか。○横田委員長

高速道対策局長、植栽行為の位置○萩原委員

、 、図 47ページに数字がずっと書いてありますが

これはどういう意味ですか。

この図を見ていただき○岡田高速道対策局長

ますと、左上の方に説明書きを入れております

が、黒の四角囲みが代執行実施、四角の白抜き

が補償金目的植栽、丸印が解決をしたところと

いうことで表示をさせてもらっておりまして、

現在、補償金目的植栽として残っているところ

が今回の案件２件を含めまして34件という状況
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でございます。

管理課長、工事入札関係の予定価○萩原委員

格の発表はどうするつもりですか。予定価格、

委員会でも相当 本会議でも出たんですが、―

発表はずっとやっていくつもりですか。

最低制限価格を11月25日から○持原管理課長

公告ないし指名通知するものから適用するとい

うことで引き上げました、その状況、それから

１月から250万円以上のものを一般競争入札に付

すると、本格的にやるということになっていま

すので、その状況等も検証しながら、検討をし

てまいりたいというふうに考えております。

、○萩原委員 検討してまいりたいということは

、 、まだわからないんでしょうけれども 入札価格

例えば今回のトンネルでもそうですが、落札

率77.6％、この落札を80％以上に持ってくると

言ったんじゃなかったんですか。

10月25日以降に入札公告をし○持原管理課長

たものについては、80％から85％程度に上がっ

ている状況でございます。それ以後の工事につ

いては80％から85％という数字は保たれている

ところでございます。

これは要望ですけど、予定価格の○萩原委員

発表というのは、もともとそういう積算する能

力がない事業体が多いから、予定価格は前もっ

て言ってるんだというのが、そういう考え方が

一貫してあったみたいな気がするんですけど、

なるだけ早い時期に、高額の事業については予

定価格は発表しないように、1,000万以下だった

らそういう積算能力がないのがあるかもしれな

いけど、それはやっぱり早急に対応してもらっ

。 、た方がいいんじゃないかなと思うんです もし

考えがあれば。

今回の委員会でもいろいろな○持原管理課長

議論が出て、私どもも漏えい防止の観点からと

、 、かいろんな説明もいたしましたので その辺も

状況を見ながら、しっかりと検討してまいりた

いというふうに考えております。

ほか、ございませんか。○横田委員長

今のとちょっと関連するのかもし○水間委員

れません。総合評価の表を見せていただきまし

たが、私がどうしても解せないのは、１番と７

番、企業の施工能力、１番は20点、７番の人は

零点なんですね。それを総合的に見るからと言

われるんだろうと思うんですが、企業の施工能

力がない人が、だから落札されなかったと思う

んですが、しかし、その金額たるや、入札書比

較価格と881円しか変わらんですね。こういうこ

とで、施工能力がない人、高度な技術力を持っ

ている、ここらあたりの説明をいただくといい

んですけど。

先ほどの７番の施工能力○荒川道路建設課長

のところが零点になっておると。これは施工能

力がないという意味ではないかというような御

質問かと思いますけれども、もう一枚、別添資

料で表１の「技術資料評価の項目と配点及び総

合評価の方法」というのを配付させていただい

ておりますけれども、これを見ていいただきま

すと、一番左側に評価の視点というのを書いて

おります。一番上に企業の施工能力、今、御質

。 、問のところでございます これにつきましては

ここに評価項目と書いておりますけれども、企

業の技術力につきましては、過去10年間の同種

、工事の施工実績というように挙げておりまして

、 、 、３件以上が10点 ２件であれば５点 ２件未満

要するに１件 この場合は零点ということになっ、

ております。そのほかにも、企業の地域社会貢

献度と下に書いていますけれども、県南地区管

内に本店があると、こういった営業所とか本店

とかそういういったものについては点数をする
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ようにしております。企業の施工能力という言

葉からいきますと、この上のほうの企業の技術

力、ここのところを見ていただきますと、施工

実績が１件の場合は零点ということになってお

ります。そういったことからここの業者さんは

零点になっておるわけでございまして、この入

、札に参加するための資格というのがありまして

その参加資格には、九州内での実績があれば参

加できますよと言っております。しかし、総合

評価の評点のほうにつきましては、宮崎県内で

トンネルの実績があることというふうなことで

点数をつけております。そういうことで、７番

目のＪＶの方は、県外では実績があるんですけ

れども、県内では実績がありません。そういっ

たことも含めて２件未満ということで零点とい

うふうな格好になっているのでございます。以

上でございます。

その意味がやっとわかりました。○水間委員

ただ、今のことはちゃんとこういうことで説明

をしないとわからないわけですよね。今、こう

やって説明はいただいた。県外では施工実績は

あるが、県内ではない、そのためには今、県で

言う企業の施工能力や技術、こういうものにつ

ながってくるということで 初めて聞いてわかっ、

たわけで ただ そういう中で 先ほど話もあっ、 、 、

、 、 。 、たんでしょうが ３番 ４番は全く同額 １番

７番も全く同額。こういうことを考えますと、

今、入札の計算ソフトやら何やかやあるので、

ぴしゃっとこうやって張りつくんでしょうが、

やはり先ほどの話のように、事前公表、事後公

表どっちがいいのかということになれば、事後

のほうがよろしいんじゃないかというような気

もするんですが、いかがなんでしょうか。

先ほど私のほうで説明を○荒川道路建設課長

させていただきましたけれども、その点につき

まして 説明を受けないとなかなかわからんじゃ、

ないかということでございましたけれども、先

ほどの説明でちょっと抜けておりましたが、下

のほうに米印が書いてあります。同種工事の設

定とか書いております。これにつきましては、

同種工事のところで入札参加資格というのを別

に公表しているんですけれども、施工実績と同

じとするが、施工場所は宮崎県内とすると。先

ほど説明したところのものがここに説明書きは

あるわけでございます。

それから、そのほかの点につきましても、米

印の１、２、３等につきまして、上のほうの評

点をつけている部分につきましての説明書きと

。いうのをここに記載させていただいております

そういうことで、参加される方は、公告してい

ますので、これを見て参加といいますか、評点

はなっているんだなということがわかるのでは

ないかと思います。

いろいろ工事実績ということにな○水間委員

ると、私なんかはよく言われたんですが、特Ａ

は特Ａ、ＡはＡ、ＢはＢ、ランクだけで仕事の

発注の時期がある それがＡ・Ｂ混合とか Ｂ・。 、

Ｃ混合とか、こういう工事の発注がされるよう

になったと。ということは、結局、工事の実績

だけでこう言うと、業者の皆さん方からの話、

協会の話を聞くと、我々でもできる仕事なんだ

よ、実績ばっかりを言うから我々には全く手が

出せないんだと、そういうことも一つはありま

すから、だから今、特Ａはなるべくなくすとい

うか、そんな話もあるんですが、工事実績でと

言うが 工事の評価あるいは技術 いろいろ持っ、 、

ておられるわけだから、県内の業者は県内で育

成しなさいと、これは当たり前ですよ。それは

せないかんが、県内の企業を優先して発注して

やる、そういうことで県もその方向で行ってい
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る、この状況下で、では何で評価するかといっ

たら、実績がないから、だからあなた方はこの

。 、工事から外れなさいと 地区のいろんな問題も

地区にはできる業者もいるんだけど、ただ、今

おっしゃった実績がないから、地区外から持っ

てくる、そういうこともありますから、今の状

況の中で、１回もないから、あるいは県外しか

持っていないからと。県外でやっているという

ことは実績があるということじゃないですか。

、そういうことを勘案をしながらしてあげないと

ここで言う２件未満はゼロだと、県外でやって

いたから県内の実績がないんだと。そうじゃな

、 、くて 県外でやったら県外の実績はあるわけで

そこらあたりの件数の云々じゃなくて、やれる

業者をちゃんと見きわめる方法も持っておられ

ると思うんですよ。そういうことをしてあげる

方向はどうなんでしょうか。

今回の発注案件はトンネ○荒川道路建設課長

ル工事でございます。トンネル工事になります

と、地山の地質状況、現場の状況、その辺を十

分知っておる必要があります。その辺の地質状

況につきましては私どもが調査しておりますの

で、その辺につきましては、また業者さんと十

分協議していくわけでございますけれども、工

事実績ということに関しましては、少なくとも

トンネルに関しましては そういった地質を知っ、

ている業者さんの中での実績というのはかなり

大きいものがあるんじゃないかなというふうに

思っております。県外でもいろんな難しい案件

もあるかもしれませんけれども、宮崎県の地質

というのは特殊な面、特にこの名谷におきまし

ては、南のほうは非常に地質が悪いということ

からしましても、宮崎県内の実績を求めたもの

でございます。しかしながら、ここにあります

ように この配点は 企業の施工能力が全体で20、 、

。 、点でございます それからその配置予定技術者

、 、 、 、そしてその下にありまして 20点 20点 60点

全体で100点というふうな配点にしております。

これを今回の標準型では30点というふうに凝縮

するわけでございます。そういった中で実績と

いう部分が20点の配点をしているということ、

それから、先ほどの実績につきましても、地質

状況等を考えてこのような実績をしたというこ

とでございます。しかしながら、この辺の配点

につきましては、国の状況とかに準じてやって

おるんですけれども、今回、総合評価方式とし

ましては、標準型は初めてでございます。そう

いったことで、委員のおっしゃいますように、

その辺のところも検討すべきところは検討して

いく必要はあるかと思います。以上でございま

す。

もう一点聞かせてください。そう○水間委員

したら、その７番目の人が６番目の人の金額を

入れた場合には落札できるということでいいん

ですかね。落札は６番目ですね。だから、７番

目の人の入札金額がここに至った場合、７番目

が落札できるということになりますか。意味が

わかりませんか。７番目が、今、15億5,703

万6,000円ですね。６番目の札の方は15億6,000

万、この金額に来た場合に、この人が落札でき

ますか。

７番目の方の入札額を見○荒川道路建設課長

ていただきますと、15億5,703万6,000円という

ふうになっております。そして、６番目の札の

方は15億6,000万と、今の額よりもちょっと多い

ということでございます。そうした中で、その

上を見ていただきますと、６番目のところ

は124.6点、７番目は116.5点、その差が８点ぐ

らいあります。そういうことで、技術評価点の

高いところ、ここが今回、この計算式でいきま
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すと、③÷④×100万ということで、この計算式

になりますから、評価点数の高いほうがかなり

有利になってくる、落札しやすいということに

なります。この点が８点ぐらい開いていますか

ら、この計算式でいきますと、同じ額を入れて

。も落札は無理ではないかというふうに思います

以上でございます。

わかりました。○水間委員

ほか、ございませんか。○横田委員長

12ページ、道路建設課の倒産の件○武井委員

なんですけれども、実際に倒産が発生して、具

体的な工期のおくれとか、そういった状況とい

うのはどういった形でございましょうか。

12ページの、倒産により○荒川道路建設課長

まして工事前払い金相当額の補正をしたという

ことだと思いますが、これにつきましては、倒

産されまして、倒産されてすぐではありません

けれども、10月に入りましてすぐ、別途発注を

しまして、その工事に着手しております。そう

いうことから若干のおくれはありますが、ある

程度の進捗はできておるんじゃないかというふ

うに思っております。

そうしますと、大体具体的な工期○武井委員

のおくれみたいなものは、ほぼ計画どおりに終

わらせられるというような見込みですか。

ほぼといいますか、全体○荒川道路建設課長

的に見たときに、１カ月か２カ月ぐらいおくれ

ていると思いますから、その分ぐらいはおくれ

ていると思います。

もう一つ、倒産関係、16ページ、○武井委員

、砂防課の御説明があったと思うんですけれども

こちらのほうは結局、額も大きいんですけれど

も、こちらのほうは、ちなみにどこの事業かと

いうことも含めて、わかれば。

通常砂防の5,230万2,000円あ○桑畑砂防課長

りますけれども、これは、諸塚村の矢左右谷と

いうところがございまして、18年に土石流が発

生していまして、家屋１戸流失しております。

それで、当初、ボーリングを３本やって、施工

する予定でございましたけれども、ボーリング

、 、をしたちょうど間の地盤が非常に悪くて 当初

４メーターぐらい悪いというところが 実際掘っ、

てみると10メーターぐらい悪かったということ

で、地盤改良に費やしたお金と、業者倒産１件

ございまして、工事を一部しかしておりません

、 、でしたので 前払い金に対して不足額が生じて

その不足額が1,200万、合わせて5,200万でござ

います。以上です。

それで具体的に工期のおくれとか○武井委員

というものに関連していますか。

10月の後半に発注しておりま○桑畑砂防課長

して、工期は今度、繰り越しをお願いして、３

月までには完成させたいと思います。

関連ですが、14ページも倒産○外山良治委員

ですか。

14ページのまず上の（事項）○児玉河川課長

公共河川事業費のところの説明のところに３つ

ありますけれども、２番として水防災対策事業

というのがありますが、これが倒産に係る分で

ございます。それから、一番下の（事項）河川

激甚災害対策特別緊急事業費、この金額が倒産

に伴うものでありまして、２件の工事で倒産が

ありまして、その分でございます。河川課で合

計３件ございます。

、○外山良治委員 業者診断の中に経営安定能力

そんなのはないんですか。

もちろん、そういう経営状況○持原管理課長

というのは十分審査しているんですけれども、

今回、かなり一般競争入札が導入されまして、

従来の指名の段階でありますと、その辺の適時
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の業者の信用不安状況というのをチェックして

指名をしておったという状況もあろうかと思い

ますけれども、今回、一般競争入札ということ

で、個別の業者の至近の状況というのがなかな

かチェック項目として、最近ちょっと経営が悪

いようだがというようなことではねるというこ

とができません。しかも、そこ辺の競争がかな

り激化しておりまして、低い金額での落札とい

うのが多発しているような状況にございます。

そういうことで、契約解除の件数というのがふ

えておりまして、ちなみに18年度で契約解除の

件数は、倒産を理由とするものが７件でござい

ました。19年度は21件、そのうち倒産を理由と

するものが20件というような状況になっており

まして、競争が非常に厳しくなったということ

で、そういう状況に至っておるということでご

ざいます。

どうもわからんのですが、例○外山良治委員

えば、これを受けたと、前渡金というのをいた

だくんですか。

こういった入札制度がいいのかどうか ちょっ、

と考えものでしょう。というのは、一般質問で

もありましたね。やっぱり工期があって、台風

時期、梅雨時期に入ると。それに間に合うよう

に発注し、工事をしていく。倒産をしたとする

と、工期がおくれる。工期がおくれたのにそう

いった災害が発生をした場合、これはだれが補

償するんでしょうか。

金額的な面、例えば今の補正○持原管理課長

案件でございますけれども、これにつきまして

は、請負業者が前払金保証事業会社、西日本建

設業保証のほうと保証契約を結びまして、県の

方にその保証証書を寄託しますと、請負業者の

ほうから請求がありますと４割、前払い金とい

うのを県としては支出します。その途中、例え

ば、出来が２割ぐらいの段階で請負業者が倒産

ということになりますと、その保証事業法ない

し請負契約約款の規定に基づきまして、県は４

割前払いしておりますので、差額の２割を県の

ほうに支払っていただくということになって、

金額的な面では県の損失というのは基本的に生

じないということになっておりますけれども、

おっしゃるように、再発注ということになりま

すので、住民のほうの不利益といいますか、そ

の辺のことは現実的に生じる可能性があります

ので、私ども、そういう状況になりました場合

には、早目にそういう判断をし、請負業者の契

約を解除し、再発注ということを心がけている

ところでございます。

私が申し上げているのは、工○外山良治委員

事保証が、県に云々言っているわけじゃありま

せん。もし、人命に関することであれば、これ

、 。はどうなんだと そのことが言いたいわけです

というのは、これだけでも３件でしょう。私も

今まで20数年議員をやっていますが、こういう

のは余り聞かなかったんですよ。ところが11月

の補正で３件が倒産だと、こういったことは今

まで聞いたことがありません。そして、工事遅

延によって例えば500ミリの雨が降って、そこで

河川流域住民が人命を失った場合 道路がひしゃ、

げたとか、そのレベルの話をしているわけじゃ

ないんです。そこで実際人命が失われた場合、

だれが補償しますか。相手が倒産をした、それ

で２カ月おくれたと。本来なら１月で竣工検査

が終わるのに、６月、７月まで延びたと。その

間、600ミリの雨が降った、そこで４～５人の人

命が失われたと。倒産が多いなと思ったから、

今、説明をお伺いしました。

２点御説明いたします。今ま○持原管理課長

では こういう事例が生じた場合には 県のトー、 、
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タルの財布の中に予備費というのがございまし

て、不測の支出に充てるということで１億円組

んでありますので、その中から予備費を充用し

て手当てをしていたということでございますけ

、 、 、れども 建設業界 非常に厳しい状況になって

倒産による契約解除というのがふえております

ので、今回、そういうものを補正案件として上

げさせていただいたと。なおかつ、先ほど説明

が足りませんでしたけれども、前払金保証事業

会社から出来形との差額というのは県のほうに

支払われますけれども、その分はいわゆる雑入

として歳入のほうに受け入れますので、県とし

てのトータル、今回、補正をして、歳出を同じ

額上げますけれども、県としてのプラ・マイと

いうのはございませんけれども、そういう事情

でございます。

それともう一点、先ほどの工事のおくれによ

るそういうものというのは、なかなか仮定の話

で申し上げることはできませんけれども、私ど

も、そういうことの生じないように早急な対応

というのを心がけておるところでございますの

で、御理解をいただきたいと思います。

御理解できるわけがありませ○外山良治委員

ん。それはそれでいいです。

議案第４号について、福祉のまちづくり条例

との関係はどうなるんでしょうか。

バリアフリー法でござい○河野都市計画課長

ますけれども ハートビル法と交通バリアフリー、

法が一緒になりまして、平成18年に施行された

法律でございます。福祉のまちづくり法にのっ

とった……。

法じゃない、条例。○外山良治委員

再度、委員のほうに確認○河野都市計画課長

しますけれども、福祉のまちづくり条例と高齢

者、障がい者等に関する特定路外駐車場の条例

との関係でございますか。この条例につきまし

ては、特定路外駐車場ということで、道路の路

外に設置される自動車の駐車をするための施設

ということで、一般の公共の用に供されます自

動車の駐車面積500平米以上、その利用について

駐車料金を徴収する駐車場というふうなことで

この条例を出しております。

県の条例は適用範囲が300平米○外山良治委員

以上でありますね。この条例は500平米以上、新

法ですね。多くの点でダブるわけでしょう。所

管課は、そこら辺との関連性というか、ちょっ

と説明をしてもらえませんか。

この駐車場法に係ります○河野都市計画課長

届け出駐車場でございますけれども、これにつ

きましては、都市計画課のほうで扱っておりま

す。都市計画区域内において路外駐車場、要す

るに今言います届け出駐車場でございます。今

回、バリアフリー新法によりましては、すべて

の区域ということで、都市計画区域、区域外を

含めまして都市計画課のほうで所管をするとい

うふうなことになっております。駐車場に関し

ては、福祉のほうと話をしまして、当課が取り

扱うというふうなことで話をしたところでござ

います。

今、委員の言いました300平米と500平米の違

、 、いについては 手元に資料がないものですから

。後で調べて報告させていただきたいと思います

もう結構です。○外山良治委員

議案第８号、調書の中身です。総○蓬原委員

合評価ということで、評価値で最終的に高いと

ころが落札する。分母が入札額で、分子が技術

評価点ですから、技術評価が高く入札価格が低

いほどいいということですよね。価格は低いこ

とを競い、技術力は高いことを競うということ

で、確かに、考えとしては非常にいいと思うん
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で、このことについてはあれなんですが、中身

の計算の仕方ですが、何か理論方式があってこ

ういうのができているんですか。どこかの学者

さんがつくった、あるいは国交省がつくった理

論があるんですか。

総合評価方式につきまし○児玉技術検査課長

ては、国のほうの基準等がございまして、本県

もそれに準じて作成しております。既に、落札

方式につきましては、ガイドライン、私たちは

運用ガイドラインと言っておりますが、これも

既に公表しているところでございまして、18年

９月の委員会で一回説明はしているんですが、

内容等をということであれば、また別途、書記

を通じてでも御配付してもいいかなという考え

方はございます。

後で詳しく教えていただきたいん○蓬原委員

ですが、要するに国がつくったガイドラインを

もとにしてやっておられるということですね。

。どこかの研究所がおつくりになったんでしょう

ちょっと細かいことを聞いてしまうけど、加算

点が30に上の部分を100分の何ぼで掛ける、技術

評価点で100に30掛ける100分の案分したやつを

足すということで、また今度は４分の３したや

つを100万という数字で割るという、こんな難し

いことをしなくても、そのまま傾向としては出

ますよね。得点の合計、配点を100として、69だ

、 、 、 、の 99だの 73だの 42だのというのがあって

それを30のまた100分の案分して また同じく100、

を足していくわけだから、傾向というのは既に

入札額の低さと得点の合計で比率は出るような

気がするんで、この30という数字だとか、100万

という数字は何なのかなというようなことを、

つい深く関心を持ってしまったもんですから聞

いたんで、ここでは回答はできないでしょうか

ら、後で書記の方に、どういうことで数字の論

。理計算になっているのか教えてもらえませんか

この内容等については、○児玉技術検査課長

かなり精度が高く、きめ細かな算出根拠になっ

ておりまして、別途、書記を通じまして、この

概要等について御配付させていただきたいと

思っておりますが、よろしいでしょうか。

個人間でいいですか。○蓬原委員

全委員にお願いします。○横田委員長

暫時休憩いたします。

午後１時45分休憩

午後１時47分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

ただいまありました蓬原委員の件につきまし

ては、１月23日の委員会のときに、また御報告

をいただきたいと思います。

ほか、ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他の報告事項、○横田委員長

道路の中期計画について、1.5車線的道路整備に

ついて、油津港港湾計画の改訂について、東九

州自動車道の行政代執行についてについて、質

疑をお受けいたします。

道路の中期計画ですが、暫定税率○坂元委員

が３月で消えますね。これは法律をまたやらな

きゃいかんわけでしょう。来年度予算は、憲法

で衆議院の決定が優先なんですが、これは予算

関連法案になるんですか。

暫定税率の延長につきま○荒川道路建設課長

しては、委員のおっしゃいますように、３月31

日までになっております。それから４月以降に

また延ばしてもらいたいということでございま

す。それにつきましては、20年の通常国会で法

改正をしていただくということになります。今

回の暫定税率につきましては、去年、閣議決定
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をされております。この中期計画につきまして

も、年内に閣議決定といいますか、中期計画の

決定をされるというふうに伺っております。そ

うした中で、政府・与党のほうが、ある程度、

先ほど説明しましたような方針を出されたと。

その方針を出されて、そして中期計画を決定し

て、そして12月に予算内示とかありますけれど

も、その辺に入ってくるんではないかと私ども

としては思っておるところでございます。その

裏づけとしては、どうしても法改正というのは

当然出てくるということでございます。

暫定は３月31日ですかね。○坂元委員

本則税率というのはずっ○荒川道路建設課長

といくんですね。暫定税率というのは３月31日

と。暫定税率も自動車関係の諸税というのがあ

りまして、揮発油税が一番大きいんですけれど

も、こういったものは３月31日、自動車関係の

諸税と自動車重量税というんですか、その辺が

４月30日だったと思うんですけど、若干ずれて

いるのがあります。しかし、ほとんど３月いっ

ぱいということでございます。

つまり、予算は自然成立するとし○坂元委員

ても、この法案がずっとずれ込めば、暫定税率

が途中で本則に戻るから、ガソリンは安くなり

ますね。受益者は安いほうがいいと、道路のこ

となんか考えんわけだから。という事態が起こ

ると、当然、国会は通過しないということにな

ると、中期計画そのもの自体が全く見通しのな

。いものになるというふうな判断でいいんですか

、○荒川道路建設課長 中期計画といいますのは

もともとは国土交通省がつくっております。そ

して、それを閣議決定することによって政府全

体の計画ということになるわけでございますけ

れども、基本的な考え方、与党の考え方からい

けば、そのまま普通は予算に反映されて法律改

正になっていくと思います。それが国会の場で

、反対の意見を言っているところもありますから

そういうことからいけばそういった予算という

。ところに影響してくる可能性はあると思います

政府・与党がどう対応し○野口県土整備部長

ていくかということですけれども、予算関連と

いう位置づけで３月31日までに成立させようと

いうことで、自動車関係の諸税、道路特定財源

ですけれども、これを含んで一括した法案を例

年よりも 例年というか、５年前なんかより―

もかなり早い時期に国会のほうに提出するとい

うような情報が流れております。

つまり、60日条項ですよね。３分○坂元委員

の２の規定を何回も使うわけにはいかんと。だ

から、今言われたとおり、一括、60本なら60本

を１本にして、そしてその３分の２を使うとい

うことしかないんじゃないかということであれ

ば、逆に県の予算も、今度はこれを見込んで県

土整備部も予算をつくるということになってい

るわけでしょう。わかりました。

ほか、ございませんか。○横田委員長

港湾計画は、この改訂は30年○外山良治委員

代まで、計画の総事業費というものはどのくら

いなんでしょう。

今回、港湾計画、改訂してお○竹内港湾課長

りますけれども、目標は30年半ばとしておりま

すが、全体事業費としましては、約240億ほど見

ております。

県費はどのくらいを考えてお○外山良治委員

られるんですか。

事業費につきましては大体そ○竹内港湾課長

のくらいですけれども、あとは補助が入ったり

しますので そのうち県費といいますと今ちょっ、

と答えられませんけれども、アバウト的には約

半分かなと思っております。
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港湾ごとにこういった計画を○外山良治委員

お立てになっているんでしょうか。

港湾計画は港湾法で定めがあ○竹内港湾課長

るんですけれども、一応、重要港湾については

港湾管理者が港湾計画を定めなさいとなってお

りまして、宮崎県の場合は重要港湾、３つござ

います。細島、宮崎、油津でございます。その

３港につきましては、それぞれ港湾計画を立て

ております。

例えば、１から５までの整備○外山良治委員

、 、 、計画 あるんですが これは基本計画ですから

実施計画とか実施構想なんかはいつごろを考え

ておられるんでしょうか。

今回は、将来計画の貨物等を○竹内港湾課長

ヒアリング等をしまして、10年か15年というこ

、 。とで 15年ぐらいの港湾計画を立てております

実施に向けましては、その都度、着工するとき

に協議していくということでございまして、ス

ケジュール的には、資料１に図面を書いており

ますけれども、まず、東地区の付近から予定し

て整備してまいりたいと思っております。

着工するときに計画を云々と○外山良治委員

おっしゃいますが、今から10年後にはこういう

油津港にしますという計画でしょう。とするな

ら、実施計画、その前に構想、計画というふう

にするのが普通だと思うんですが、実施計画と

かいうのはいつごろおつくりになるんでしょう

かということを聞いておるんです。

港湾計画を立てる場合に、全○竹内港湾課長

。 、体の構想みたいなやつを一回立てます それで

構想をもとに、今回の港湾計画ということで15

年ぐらいの将来貨物を予測した計画を立てるわ

けでございます。具体的にそれをどういうふう

、に実施していくかという工程計画ですけれども

これにつきましては、その施設の進捗等もあろ

うかと思いますので、そのときに考えていきた

。 、いと思っております 先ほど言いましたように

ここも今、計画を立てておりますけれども、緊

急的に整備せないかんところにつきましては、

。 、東地区がまず最初かなと思っております 次に

その整備状況を見まして、現在実施しています

堀川とか西地区の小型船だまりがありますけれ

ども、この付近に着工していくのかなという考

えでおります。

どうもわかりません。普通、○外山良治委員

一般的には基本構想をつくって、基本計画をつ

くって、実施計画をつくって実施していくと。

。実施計画というのがない計画とはあるんですか

あくまでこれは港湾の計画で○竹内港湾課長

ございますので、計画を立てたということでご

ざいまして、実施につきましては、今やってお

ります事業の進捗状況等を見ながらつくってい

くということでございまして、先ほど言いまし

たように、緊急性の高いところからしていきま

すので、東地区付近からしていくということで

ございます。

では伺いますが、プレジャー○外山良治委員

ボートなんかは、登録隻数、同計画区域にはど

のぐらいあるんでしょうか。

資料１の左下のほうにござい○竹内港湾課長

ますが、⑤のところでございます。その中に現

況が書いてございます。堀川地区が90、大節地

区が194と書いてあります。油津地区にあるプレ

、 。ジャーボートは それを足した284でございます

登録隻数は幾らでしょうとい○外山良治委員

うことをさっき伺いました。

今言いました284隻、ここにプ○竹内港湾課長

レジャーボートが泊まっておりますけれども、

、この中で幾ら登録隻数があるかにつきましては

ここでは手持ちがございませんので、把握して



- 36 -

おりません。

課長、私がなぜ、今のような○外山良治委員

聞き方をするかと申し上げると、宮崎県には小

。型船舶法に基づいて登録義務が生じております

宮崎県の登録隻数は4,300ぐらいです。油津港湾

ということになれば、三股とか都城は海がござ

いません。そうすると当然、油津港に係留施設

を設けるか、もしくは河川に不法係留する場合

があると。ですから、240ぐらいの係留施設で妥

当なのかどうなのかということを検証するため

、 、に 登録隻数は何台でしょうかということを今

伺っているわけです。

登録隻数とプレジャーボート○竹内港湾課長

の隻数、一昨年調査しておりますけれども、ほ

ぼ一致しておりますので、今、284と言いました

けれども、これが大体登録している隻数だと思

います。具体的には、284隻のうち登録隻数が幾

らということについては、今、ここに手持ち資

料がございませんので、お答えできないという

ことでございまして、大体登録はされておると

いう認識ではおりますけれどもということでご

ざいます。

ほか、ございませんか。○横田委員長

説明の中の言葉で全然知らない言○蓬原委員

葉があったものですから、バルク貨物とは何ぞ

や。

バルク貨物、資料１の下のほ○竹内港湾課長

うに書いてありますけれども、これにつきまし

ては、ばら貨物の意味でございます。例えば石

油とか、そういうばらになった貨物の意味でご

ざいます。

ほか、ございませんか。○横田委員長

それでは、その他で何かありませんか。

今回、私を含めてですが、県内各○水間委員

地の県道の整備についての質問が非常に多かっ

たんです。そこらあたりの全体の件数は今回、

どのくらいの件数で質問があったか、本数がわ

かりますか。

一般県道等に関する今回○荒川道路建設課長

の一般質問の中での質問の件数ということでご

ざいましょうか。

もう一回言います。今度、国県道○水間委員

のいろんな整備の中で 高速道路を優先的にやっ、

ておられる。質問の中身は、国県道の整備がお

くれておるじゃないかということが主眼だった

と思います。だから、そういう意味では、今、

県内に今度の質問でどのような整備をするとこ

ろ、一人一人の議員のそれぞれの質問があった

と思うんですが、それあたりを掌握されていま

すか、それが何本ぐらいあったんですかという

、 、 。ことを今 お聞きしたんですが わかりますか

一般質問で３名の議員か○荒川道路建設課長

ら質問等がありました。その中では、県道関係

で、路線等が重なったりはしておりますけれど

も、私が今、手元に一般質問の回答文を持って

おるんですけれども、それを数えてみますと10

件前後かなというふうに思っております。

国道は。○水間委員

国道につきましても、221○荒川道路建設課長

を初めとして、国道10号、国県道の全体的な取

り組み、そういったことでございますが、国道

につきましては３件ぐらいかなと思います。

わかりました。○水間委員

それと、建設業者の倒産あるいは廃業等、い

、ろいろ私のほうにも資料が入ってくるんですが

倒産については、10月末までで50社ぐらいとい

うふうに聞いています。廃業についてはどうで

すか。

11月末で88カウントしており○持原管理課長

ます。18年度が127、18年度11月末現在で96社で
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ございました。

知事が、倒産を含めていろいろ大○水間委員

変厳しいということから、来年度の重点施策で

、建設業関連の整備をしようとされておりますが

今現在では、今からのヒアリングなのかなと思

いますが、来年度に向けては、県土整備部とし

て、予算要求ということでは、知事の言う重点

施策の中に盛り込んでいくことも決めておられ

るんでしょうか。

20年度の重点施策に建設産業○持原管理課長

対策というのが盛り込まれたということでござ

います。そういうことで、私ども、今までもい

ろんな建設業の活性化対策等の事業を実施して

まいりましたので、その辺を大幅に見直した形

で今、予算要求、財政当局といろいろ議論をし

ているという段階でございます。

部長、667億あった去年の基金を今○水間委員

度256億落として412億になったと。このままだ

ということでずっと今まで財政改革推進計画は

来たんですね。今年度は412億、これが今度の11

月補正で425億ですよ。このことは、後、自然的

あるいは不用額を含めて、事務事業の見直しを

しながら、約200億がほとんど積み戻しになって

いるんです。現状として今までの４年間

も500、600になっているんです。そういうこと

を考えたら、みんなが言う生活関連枠の何かの

予算措置が必要ではないかと。うちの代表質問

の中でも、今度でも我々も言いましたけど、知

事は頑として 「いや、今の状況が悪い」という、

ことなんですね。知事も建設産業関連枠で今度

考えたいんだということですから、県土整備部

の部長として、思い切って知事に申し出をして

いただいて、今の倒産状況を聞くと、廃業で88

社、言葉にあらわせませんけれども、大変なこ

とだと思いますよ。今からまだ12月が残ってい

ますが、恐らくまだふえるんじゃないかと、そ

んなことが言われていますので ひとつ思い切っ、

た財政投資をしていただいて、本当に景気のい

、 、い いわゆる効率のいい発注ももちろんですが

とにかく景気が立ち直るようなことを考えてい

ただきたいなと思うんですが、一言、何かあり

ましたら。

社会資本の整備について○野口県土整備部長

は、一般質問の中での道路の要望件数やなんか

の話がございましたけれども、まだまだ県民の

皆さんのニーズというのは非常に大きいという

ことで、我々はそれをしっかりやっていかなく

ちゃいけないと。あるいは建設業者、非常に厳

しい状況だというようなこともございます。そ

ういう状況をしっかり説明のほうをさせていた

だきたいと考えております。

ほか、ございませんか。○横田委員長

先ほど、外山委員のほう○河野都市計画課長

から御質問のありました「人にやさしい福祉の

まちづくり条例」と今回の駐車場の面積の違い

といいますか、そういったものはどうかという

ふうな御質問でございましたけれども、調べま

したので、御報告させていただきます。建築物

以外の路外駐車場ということで、駐車場面積に

つきましては、駐車場法第12条の規定による届

け出というふうなことがございます。そういう

ことで、今回についても500平米になっています

が、人にやさしい福祉のまちづくり条例でも500

平米というものでございました。そういうこと

で、今後も人にやさしい福祉のまちづくり条例

と一緒に連携をとりながらやっていきたいと

思っております。以上でございます。

路外駐車、私が申し上げたの○外山良治委員

は要綱で定めてあると思います。宮崎市の場合

は、適用面積300平米以上になっていると。宮崎
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県の場合にはその定めが500平米以上。宮崎市の

場合には不特定多数が利用できる施設となって

おります。都城市に事務移譲するということに

なっていますが、都城市の福祉のまちづくり条

例は300平米以上だったと。ですから、整合性が

とれないということで、宮崎市の条例に宮崎県

条例も合わせるべきだと、私は個人的には思っ

ています。たしか、宮崎県の条例も、私の指摘

に対して、300平米、不特定多数が利用する施設

に変わったと思いますよ。そこら辺をちゃんと

精査をしていただいて、また後ほど、説明して

ください。

それでは、以上をもって県土整○横田委員長

備部を終了いたします。執行部の皆さん、御苦

労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後２時12分休憩

午後２時14分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、あす18

日（火曜日）に行いたいと思います。開会時刻

は13時30分といたしたいのですが、よろしいで

しょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○横田委員長

します。

そのほか、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、本日の○横田委員長

。 。委員会を終了いたします よろしいでしょうか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして本○横田委員長

日の委員会を終わります。

午後２時15分散会
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平成19年12月18日（火曜日）

午後１時41分開会

出席委員（９人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 坂 元 裕 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 水 間 篤 典

委 員 濵 砂 守

委 員 萩 原 耕 三

委 員 外 山 良 治

委 員 武 井 俊 輔

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総務課主任主事 児 玉 直 樹

議事課主任主事 古 谷 信 人

委員会を再開いたします。○横田委員長

まず、議案の採決を行います。議案につきま

しては、議案ごとがよろしいでしょうか。一括

がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○横田委員長

ます。

議案第１号、第４号、第８号、第10号、第11

号及び第16号について、原案のとおり可決する

ことに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○横田委員長 御異議なしと認めます よって

今定例会中に当委員会へ付託されました議案に

ついては、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります｡

請願第２号についてでありますが、この請願

の取り扱いはいかがいたしましょうか。

〔 採決」と呼ぶ者あり〕「

請願第２号については、採決と○横田委員長

、 。の御意見がございますので お諮りいたします

請願第２号について、採決することに御異議

ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

請願第２号について、採択すべ○横田委員長

。きものとすることに賛成の方の挙手を求めます

〔賛成者挙手〕

全会一致であります｡よって、請○横田委員長

。願第２号は採択とすることに決定いたしました

ただいま、請願第２号については、全会一致

で採択すべきものと決定いたしましたので、常

任委員会の委員全員が発議者となり、意見書を

提出したいと思います。

意見書案を書記に配付させます。

暫時休憩いたします。

午後１時43分休憩

午後１時43分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

ただいま、書記のほうから意見書案を配付さ

せていただきましたけど、意見書の内容につい

て御意見はございませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、お諮りいたします。○横田委員長

意見書の内容につきましては、お手元の案文

のとおりとし、当委員会発議として取り扱うこ

とに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○横田委員長
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します。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「商工観光振興対策及び土木行政の推進に関

する調査」につきましては、継続審査といたし

たいと思いますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○横田委員長 御異議ありませんので その旨

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます｡委員長報告の項目として、特に御要望はあ

りませんでしょうか。

よく問題になるんですが、予定価○坂元委員

格の事前公表制度が非常に積算能力を劣化させ

ておると。したがって、能力のある業者が必ず

しも受注できないといううらみが出てきていま

すので、できれば新しい年度ぐらいには事後公

表制度にして、もちろん、コンプライアンスが

前提であります｡ちゃんと漏えいすることのない

ような自覚を持って、事後公表にして、良質な

積算能力のある企業がちゃんと生き残れるとい

う、そういう業界の体質改善につなげていただ

きたいということを、来年度の重点施策である

そうでありますから、ぜひそれに盛り込んでい

ただきますように。

、 。○横田委員長 ほか ございませんでしょうか

委員会の中、あるいは本会議でも○水間委員

、 、 、言ってきたんですが １つは 建設業を含めて

この業界で93件が倒産するような、330億を超え

る負債額、これを考えますと、来年度に向けて

景気対策というか、本県独自の経済対策を思い

切って打つような予算措置をしていただきたい

と。特に、建設産業も重点施策の中の１本であ

りますけれども、私どもの委員会は建設産業で

すが、ほかの業種の皆さん方も本当に大変な状

況ということを考えますと、やはりここで思い

切った経済対策、景気対策をお願いしたいとい

。うことでひとつ入れていただければと思います

イラストについて、早急に使用の○萩原委員

方法を検討していただくように。委員会はたく

さん出尽くしていますから。

生活関連枠の問題も今、水間委員○濵砂委員

から話がありましたけど、特に県民が生活の不

便を来すことがないような生活関連枠の措置を

ぜひお願いしたいと思います。新年度予算にも

強く要望したいと。

先ほどの水間委員からもありまし○武井委員

たんですが、倒産が非常に多くなっているとい

うのは今回ありましたので、そういった業者の

選定等についての一層の配慮を図ってほしい。

業者の選定といいますか、実際にこういうふう

な形で倒産業者が相次いでいる現状があるわけ

ですから、その辺で、事前の経営審査等の充実

等も含めて。

入札時にということですか。○横田委員長

はい。○武井委員

ほか、ございませんか。○横田委員長

関連で、経営審査も十分やっ○外山良治委員

ていただきたいということと、前渡金が４割、

それで１億の仕事をして４割をいただいて、倒

産すると。それだけならまだ保証で実害はない

と思うんですが、工期がおくれる可能性がある

と。ですから……。

一般競争入札と指名競争入札の両○萩原委員

方のメリット、デメリットを一回検証しなきゃ

いけないんですよ。すべてが一般競争入札すれ

ば、それはいかにもよさそうに聞こえるけれど

も、今回の議会でも出たように、食い逃げがお

るわけでしょう。仕事は受けたわ、倒産を装っ

たわ、実際倒産したかもしれない、そのために
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、 。保証金もやらなきゃいけない 工期もおくれる

かえって県民に迷惑をかておるわけです、税金

という名前で。一般競争入札することが一番い

いんだということになったのに、実際はそのた

めに大変な被害をこうむっている。だから、一

般競争入札と指名競争入札の両方のメリット、

デメリットを一回検証する必要があると思うん

です。

萩原委員がおっしゃったよう○外山良治委員

に、あの人のほうが滑らかに申し上げたみたい

ですから、そのとおりなんですよ。入札制度と

いうのをもう一度、吟味する必要があるのと違

うのかなと、素朴な疑問ですが、私の場合には

全くわかりませんから、今のような入札制度と

いうものが果たしていいのかなという疑問があ

。 、ります 副委員長も質問の中で出されたように

例えば、中途で倒産した場合には、何かややこ

しいみたいですね。もう一度残りの事業をそこ

、 、でまた積算をして また入札にかけないかんと

２カ月、３カ月すぐたってしまうと。そういっ

、 、たことで公共工事がおくれて それが２次被害

３次被害を及ぼしていくようになると大変なこ

とだと思いますから、そういった入札制度につ

いて押さえていただくようにということを、入

れてもらえるならば……。

それでは、たくさん要望事項が○横田委員長

出ました。事後公表の件と景気対策、経済対策

の予算措置、イラスト問題、生活関連枠と入札

時の業者の選定といいますか、経営審査をちゃ

んとして 途中で倒産とかして工期が延長になっ、

て県民に迷惑をかけることがないような入札制

度などの内容のことを織り込ませていただきま

して、正副委員長に御一任いただくということ

で御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのようにいたします。○横田委員長

暫時休憩いたします。

午後１時51分休憩

午後１時58分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

１月23日の閉会中の委員会につきましては、

落札後の倒産事例の内容報告、例えば企業の体

質がどうだったのかとか、連鎖倒産だったのか

とか、そういう分析をした結果を報告してもら

うということ、また、先日、蓬原委員のほうか

ら要望がありました総合評価方式のこともあわ

せて説明をしていただきたいと思います。その

ほか、それぞれ各部の報告事項とかもありまし

たら説明をしてもらいたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。そのような内容で委

員会を開催することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○横田委員長

す。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上で○横田委員長

委員会を終了いたします。

午後１時59分閉会




